
○ 

信
託
業
法
施
行
規
則
（
平
成
十
六
年
内
閣
府
令
第
百
七
号
） 

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
又

は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
（
連
続
す
る
他
の
規
定
と
記
号
に
よ
り
一
括
し
て
掲
げ

る
規
定
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
標
記
部
分
に
係
る
記
載
）
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
そ
の
標
記
部
分
が
同
一
の
も
の
は

当
該
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
も
の
の
よ
う
に
改
め
、
そ
の
標
記
部
分
が
異
な
る
も
の
は
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規

定
と
し
て
移
動
し
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
後
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
削
り
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対

象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。 

改 

正 

後 

改 

正 

前 

（
業
務
方
法
書
の
記
載
事
項
） 

第
六
条 

法
第
四
条
第
三
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
財
産
の

区
分
に
よ
り
記
載
す
る
も
の
と
し
、
第
四
号
、
第
八
号
、
第
九
号
、
第
十
一

号
、
第
十
二
号
及
び
第
十
四
号
に
掲
げ
る
財
産
に
つ
い
て
は
そ
の
細
目
を
記

載
す
る
も
の
と
す
る
。 

一 

［
略
］ 

二 

有
価
証
券
（
第
十
三
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
） 

三 

金
銭
債
権
（
第
十
一
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
） 

［
四
～
十 

略
］ 

十
一 

電
子
決
済
手
段
（
資
金
決
済
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
一
年
法
律

第
五
十
九
号
）
第
二
条
第
五
項
に
規
定
す
る
電
子
決
済
手
段
を
い
う
。
以

下
同
じ
。
） 

十
二 

暗
号
資
産
（
資
金
決
済
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
十
四
項
に
規
定
す

る
暗
号
資
産
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
） 

（
業
務
方
法
書
の
記
載
事
項
） 

第
六
条 

法
第
四
条
第
三
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
財
産
の

区
分
に
よ
り
記
載
す
る
も
の
と
し
、
第
四
号
、
第
八
号
、
第
九
号
、
第
十
一

号
及
び
第
十
三
号
に
掲
げ
る
財
産
に
つ
い
て
は
そ
の
細
目
を
記
載
す
る
も
の

と
す
る
。 

一 

［
同
上
］ 

二 

有
価
証
券
（
第
十
二
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
） 

三 

金
銭
債
権 

［
四
～
十 

同
上
］ 

［
号
を
加
え
る
。
］ 

  

十
一 
暗
号
資
産
（
資
金
決
済
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
一
年
法
律
第
五

十
九
号
）
第
二
条
第
五
項
に
規
定
す
る
暗
号
資
産
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
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十
三
～
十
五 

［
略
］ 

２ 
［
略
］ 

 

） 

十
二
～
十
四 

［
同
上
］ 

２ 

［
同
上
］ 

 

（
特
定
信
託
契
約
） 

第
三
十
条
の
二 
法
第
二
十
四
条
の
二
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の

は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。 

一 

次
に
掲
げ
る
信
託
契
約
以
外
の
信
託
契
約 

イ 

公
益
信
託
ニ
関
ス
ル
法
律
（
大
正
十
一
年
法
律
第
六
十
二
号
）
第
一

条
に
規
定
す
る
公
益
信
託
に
係
る
信
託
契
約 

ロ 

金
融
機
関
の
信
託
業
務
の
兼
営
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
十
八
年
法

律
第
四
十
三
号
。
以
下
「
兼
営
法
」
と
い
う
。
）
第
六
条
に
規
定
す
る

信
託
契
約
の
う
ち
、
元
本
に
損
失
を
生
じ
た
場
合
に
そ
の
全
部
を
補
塡

す
る
旨
を
定
め
る
も
の 

ハ 

信
託
財
産
を
次
に
掲
げ
る
も
の
の
み
に
よ
り
運
用
す
る
こ
と
を
約
す

る
信
託
契
約
で
あ
っ
て
、
顧
客
が
支
払
う
べ
き
信
託
報
酬
そ
の
他
の
手

数
料
の
額
が
信
託
財
産
の
運
用
に
よ
り
生
じ
た
収
益
の
額
の
範
囲
内
で

定
め
ら
れ
る
も
の
（
ロ
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
） 

⑴ 

預
金
等
（
預
金
保
険
法
（
昭
和
四
十
六
年
法
律
第
三
十
四
号
）
第

二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
預
金
等
を
い
う
。
）
の
う
ち
、
決
済
用
預

金
（
同
法
第
五
十
一
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
決
済
用
預
金
を
い

う
。
）
、
預
金
保
険
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
六
年
政
令
第
百
十
一
号

）
第
三
条
各
号
（
第
四
号
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
預
金
等
及
び
特
定

（
特
定
信
託
契
約
） 

第
三
十
条
の
二 

法
第
二
十
四
条
の
二
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の

は
、
次
に
掲
げ
る
信
託
契
約
以
外
の
信
託
契
約
と
す
る
。 

一 

公
益
信
託
ニ
関
ス
ル
法
律
（
大
正
十
一
年
法
律
第
六
十
二
号
）
第
一
条

に
規
定
す
る
公
益
信
託
に
係
る
信
託
契
約 
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預
金
等
以
外
の
も
の 

⑵ 

貯
金
等
（
農
水
産
業
協
同
組
合
貯
金
保
険
法
（
昭
和
四
十
八
年
法

律
第
五
十
三
号
）
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
貯
金
等
を
い
う
。
）

の
う
ち
、
決
済
用
貯
金
（
同
法
第
五
十
一
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す

る
決
済
用
貯
金
を
い
う
。
）
、
農
水
産
業
協
同
組
合
貯
金
保
険
法
施

行
令
（
昭
和
四
十
八
年
政
令
第
二
百
一
号
）
第
六
条
各
号
（
第
四
号

を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
貯
金
等
及
び
特
定
貯
金
等
以
外
の
も
の 

ニ 

法
第
二
条
第
三
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
信
託
に
係
る
信
託

契
約 

ホ 

信
託
財
産
の
う
ち
金
銭
、
有
価
証
券
、
為
替
手
形
及
び
約
束
手
形
（

有
価
証
券
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）
以
外
の
物
又
は
権
利
で
あ
る

も
の
の
管
理
又
は
処
分
を
行
う
こ
と
を
目
的
と
す
る
信
託
に
係
る
信
託

契
約
（
ニ
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
） 

二 

前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
そ
の
受
益
権
が
電
子
決
済
手
段
（
電
子

決
済
手
段
等
取
引
業
者
に
関
す
る
内
閣
府
令
（
令
和
五
年
内
閣
府
令
第 

 

 
 

号
）
第
四
十
三
条
各
号
に
掲
げ
る
も
の
に
限
る
。
）
に
該
当
す
る
信

託
に
係
る
信
託
契
約 

［
号
を
削
る
。
］ 

     

             

二 

金
融
機
関
の
信
託
業
務
の
兼
営
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
十
八
年
法
律

第
四
十
三
号
。
以
下
「
兼
営
法
」
と
い
う
。
）
第
六
条
に
規
定
す
る
信
託

契
約
の
う
ち
、
元
本
に
損
失
を
生
じ
た
場
合
に
そ
の
全
部
を
補
て
ん
す
る

旨
を
定
め
る
も
の 

三 

信
託
財
産
を
次
に
掲
げ
る
も
の
の
み
に
よ
り
運
用
す
る
こ
と
を
約
す
る

信
託
契
約
で
あ
っ
て
、
顧
客
が
支
払
う
べ
き
信
託
報
酬
そ
の
他
の
手
数
料

の
額
が
信
託
財
産
の
運
用
に
よ
り
生
じ
た
収
益
の
額
の
範
囲
内
で
定
め
ら

れ
る
も
の
（
前
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
） 

イ 
預
金
等
（
預
金
保
険
法
（
昭
和
四
十
六
年
法
律
第
三
十
四
号
）
第
二

条
第
二
項
に
規
定
す
る
預
金
等
を
い
う
。
）
の
う
ち
、
決
済
用
預
金
（
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［
号
を
削
る
。
］ 

 

［
号
を
削
る
。
］ 

   ２ 

前
項
第
一
号
ハ
⑴
の
「
特
定
預
金
等
」
と
は
、
協
同
組
合
に
よ
る
金
融
事

業
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
三
号
）
第
六
条
の
五
の

十
一
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
預
金
等
、
信
用
金
庫
法
（
昭
和
二
十
六
年
法

律
第
二
百
三
十
八
号
）
第
八
十
九
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
預
金
等

、
長
期
信
用
銀
行
法
第
十
七
条
の
二
に
規
定
す
る
特
定
預
金
等
、
労
働
金
庫

法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
二
百
二
十
七
号
）
第
九
十
四
条
の
二
に
規
定
す

る
特
定
預
金
等
及
び
銀
行
法
（
昭
和
五
十
六
年
法
律
第
五
十
九
号
）
第
十
三

同
法
第
五
十
一
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
決
済
用
預
金
を
い
う
。
）

、
預
金
保
険
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
六
年
政
令
第
百
十
一
号
）
第
三
条

各
号
（
第
四
号
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
預
金
等
及
び
特
定
預
金
等
以
外

の
も
の 

ロ 

貯
金
等
（
農
水
産
業
協
同
組
合
貯
金
保
険
法
（
昭
和
四
十
八
年
法
律

第
五
十
三
号
）
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
貯
金
等
を
い
う
。
）
の
う

ち
、
決
済
用
貯
金
（
同
法
第
五
十
一
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
決
済

用
貯
金
を
い
う
。
）
、
農
水
産
業
協
同
組
合
貯
金
保
険
法
施
行
令
（
昭

和
四
十
八
年
政
令
第
二
百
一
号
）
第
六
条
各
号
（
第
四
号
を
除
く
。
）

に
掲
げ
る
貯
金
等
及
び
特
定
貯
金
等
以
外
の
も
の 

四 

法
第
二
条
第
三
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
信
託
に
係
る
信
託
契

約 

五 

信
託
財
産
の
う
ち
金
銭
、
有
価
証
券
、
為
替
手
形
及
び
約
束
手
形
（
有

価
証
券
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）
以
外
の
物
又
は
権
利
で
あ
る
も
の

の
管
理
又
は
処
分
を
行
う
こ
と
を
目
的
と
す
る
信
託
に
係
る
信
託
契
約
（

前
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
） 

２ 

前
項
第
三
号
イ
の
「
特
定
預
金
等
」
と
は
、
協
同
組
合
に
よ
る
金
融
事
業

に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
三
号
）
第
六
条
の
五
の
十

一
に
規
定
す
る
特
定
預
金
等
、
信
用
金
庫
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百

三
十
八
号
）
第
八
十
九
条
の
二
に
規
定
す
る
特
定
預
金
等
、
長
期
信
用
銀
行

法
第
十
七
条
の
二
に
規
定
す
る
特
定
預
金
等
、
労
働
金
庫
法
（
昭
和
二
十
八

年
法
律
第
二
百
二
十
七
号
）
第
九
十
四
条
の
二
に
規
定
す
る
特
定
預
金
等
及

び
銀
行
法
（
昭
和
五
十
六
年
法
律
第
五
十
九
号
）
第
十
三
条
の
四
に
規
定
す
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条
の
四
に
規
定
す
る
特
定
預
金
等
を
い
い
、
同
号
ハ
⑵
の
「
特
定
貯
金
等
」

と
は
、
農
業
協
同
組
合
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
三
十
二
号
）
第
十
一

条
の
五
に
規
定
す
る
特
定
貯
金
等
、
水
産
業
協
同
組
合
法
（
昭
和
二
十
三
年

法
律
第
二
百
四
十
二
号
）
第
十
一
条
の
十
一
に
規
定
す
る
特
定
貯
金
等
、
農

林
中
央
金
庫
法
（
平
成
十
三
年
法
律
第
九
十
三
号
）
第
五
十
九
条
の
三
に
規

定
す
る
特
定
預
金
等
及
び
株
式
会
社
商
工
組
合
中
央
金
庫
法
（
平
成
十
九
年

法
律
第
七
十
四
号
）
第
二
十
九
条
に
規
定
す
る
特
定
預
金
等
を
い
う
。 

 

る
特
定
預
金
等
を
い
い
、
同
号
ロ
の
「
特
定
貯
金
等
」
と
は
、
農
業
協
同
組

合
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
三
十
二
号
）
第
十
一
条
の
五
に
規
定
す
る

特
定
貯
金
等
、
水
産
業
協
同
組
合
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
四
十
二

号
）
第
十
一
条
の
十
一
に
規
定
す
る
特
定
貯
金
等
、
農
林
中
央
金
庫
法
（
平

成
十
三
年
法
律
第
九
十
三
号
）
第
五
十
九
条
の
三
に
規
定
す
る
特
定
預
金
等

及
び
株
式
会
社
商
工
組
合
中
央
金
庫
法
（
平
成
十
九
年
法
律
第
七
十
四
号
）

第
二
十
九
条
に
規
定
す
る
特
定
預
金
等
を
い
う
。 

 

（
特
定
投
資
家
と
し
て
取
り
扱
う
よ
う
申
し
出
る
こ
と
が
で
き
る
個
人
） 

第
三
十
条
の
十
二 

準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
四
条
の
四
第
一
項
第
二
号

に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
要
件
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
の
全
て
に
該

当
す
る
こ
と
と
す
る
。 

一 

［
略
］ 

二 

取
引
の
状
況
そ
の
他
の
事
情
か
ら
合
理
的
に
判
断
し
て
、
承
諾
日
に
お

け
る
申
出
者
の
資
産
（
次
に
掲
げ
る
も
の
に
限
る
。
）
の
合
計
額
が
三
億

円
以
上
に
な
る
と
見
込
ま
れ
る
こ
と
。 

［
イ
・
ロ 

略
］ 

ハ 

農
業
協
同
組
合
法
第
十
一
条
の
五
に
規
定
す
る
特
定
貯
金
等
、
水
産

業
協
同
組
合
法
第
十
一
条
の
十
一
に
規
定
す
る
特
定
貯
金
等
、
協
同
組

合
に
よ
る
金
融
事
業
に
関
す
る
法
律
第
六
条
の
五
の
十
一
第
一
項
に
規

定
す
る
特
定
預
金
等
、
信
用
金
庫
法
第
八
十
九
条
の
二
第
一
項
に
規
定

す
る
特
定
預
金
等
、
長
期
信
用
銀
行
法
第
十
七
条
の
二
に
規
定
す
る
特

定
預
金
等
、
労
働
金
庫
法
第
九
十
四
条
の
二
に
規
定
す
る
特
定
預
金
等

（
特
定
投
資
家
と
し
て
取
り
扱
う
よ
う
申
し
出
る
こ
と
が
で
き
る
個
人
） 

第
三
十
条
の
十
二 

［
同
上
］ 

  

一 

［
同
上
］ 

二 

［
同
上
］ 

  

［
イ
・
ロ 

同
上
］ 

ハ 

農
業
協
同
組
合
法
第
十
一
条
の
五
に
規
定
す
る
特
定
貯
金
等
、
水
産

業
協
同
組
合
法
第
十
一
条
の
十
一
に
規
定
す
る
特
定
貯
金
等
、
協
同
組

合
に
よ
る
金
融
事
業
に
関
す
る
法
律
第
六
条
の
五
の
十
一
に
規
定
す
る

特
定
預
金
等
、
信
用
金
庫
法
第
八
十
九
条
の
二
に
規
定
す
る
特
定
預
金

等
、
長
期
信
用
銀
行
法
第
十
七
条
の
二
に
規
定
す
る
特
定
預
金
等
、
労

働
金
庫
法
第
九
十
四
条
の
二
に
規
定
す
る
特
定
預
金
等
、
銀
行
法
第
十
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、
銀
行
法
第
十
三
条
の
四
に
規
定
す
る
特
定
預
金
等
、
農
林
中
央
金
庫

法
第
五
十
九
条
の
三
に
規
定
す
る
特
定
預
金
等
及
び
株
式
会
社
商
工
組

合
中
央
金
庫
法
第
二
十
九
条
に
規
定
す
る
特
定
預
金
等 

［
ニ
～
ト 

略
］ 

チ 

電
子
決
済
手
段
等
取
引
業
者
に
関
す
る
内
閣
府
令
第
四
十
三
条
各
号

に
掲
げ
る
も
の 

三 

［
略
］ 

 

三
条
の
四
に
規
定
す
る
特
定
預
金
等
、
農
林
中
央
金
庫
法
第
五
十
九
条

の
三
に
規
定
す
る
特
定
預
金
等
及
び
株
式
会
社
商
工
組
合
中
央
金
庫
法

第
二
十
九
条
に
規
定
す
る
特
定
預
金
等 

［
ニ
～
ト 

同
上
］ 

［
号
の
細
分
を
加
え
る
。
］ 

 三 

［
同
上
］ 

 

（
顧
客
の
判
断
に
影
響
を
及
ぼ
す
重
要
事
項
） 

第
三
十
条
の
十
八 

令
第
十
二
条
の
五
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令

で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。 

一 

［
略
］ 

二 

暗
号
資
産
等
の
信
託
（
暗
号
資
産
若
し
く
は
暗
号
等
資
産
関
連
有
価
証

券
（
金
融
商
品
取
引
業
等
に
関
す
る
内
閣
府
令
第
百
四
十
六
条
の
三
第
二

項
に
規
定
す
る
暗
号
等
資
産
関
連
有
価
証
券
を
い
う
。
第
三
十
条
の
二
十

六
第
四
号
及
び
第
三
十
三
条
第
一
項
第
六
号
ニ
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
含

む
信
託
財
産
の
管
理
若
し
く
は
処
分
を
行
う
信
託
又
は
信
託
財
産
の
管
理

若
し
く
は
処
分
に
お
い
て
暗
号
等
資
産
関
連
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
（
同
令

第
百
二
十
三
条
第
一
項
第
三
十
五
号
に
規
定
す
る
暗
号
資
産
等
関
連
デ
リ

バ
テ
ィ
ブ
取
引
で
あ
っ
て
、
暗
号
等
資
産
（
金
融
商
品
取
引
法
第
二
条
第

二
十
四
項
第
三
号
の
二
に
規
定
す
る
暗
号
等
資
産
を
い
う
。
以
下
同
じ
。

）
に
係
る
も
の
を
い
う
。
第
三
十
条
の
二
十
六
第
四
号
に
お
い
て
同
じ
。

）
を
行
う
信
託
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
内
容
と
す
る
特
定
信
託
契
約

（
顧
客
の
判
断
に
影
響
を
及
ぼ
す
重
要
事
項
） 

第
三
十
条
の
十
八 

［
同
上
］ 

 

一 

［
同
上
］ 

二 

暗
号
資
産
等
の
信
託
（
暗
号
資
産
若
し
く
は
暗
号
資
産
関
連
有
価
証
券

（
金
融
商
品
取
引
業
等
に
関
す
る
内
閣
府
令
第
百
四
十
六
条
の
三
第
二
項

に
規
定
す
る
暗
号
資
産
関
連
有
価
証
券
を
い
う
。
第
三
十
三
条
第
一
項
第

五
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
含
む
信
託
財
産
の
管
理
若
し
く
は
処
分
を
行

う
信
託
又
は
信
託
財
産
の
管
理
若
し
く
は
処
分
に
お
い
て
暗
号
資
産
関
連

デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
（
同
令
第
百
二
十
三
条
第
一
項
第
三
十
五
号
に
規
定

す
る
暗
号
資
産
関
連
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
を
い
う
。
）
を
行
う
信
託
を
い

う
。
以
下
同
じ
。
）
を
内
容
と
す
る
特
定
信
託
契
約
に
つ
い
て
広
告
等
を

す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項 
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に
つ
い
て
広
告
等
を
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項 

イ 

暗
号
等
資
産
は
本
邦
通
貨
又
は
外
国
通
貨
で
な
い
こ
と
。 

ロ 

暗
号
等
資
産
は
代
価
の
弁
済
を
受
け
る
者
の
同
意
が
あ
る
場
合
に
限

り
代
価
の
弁
済
の
た
め
に
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。 

 

 

イ 

暗
号
資
産
は
、
本
邦
通
貨
又
は
外
国
通
貨
で
な
い
こ
と
。 

ロ 

暗
号
資
産
は
、
代
価
の
弁
済
を
受
け
る
者
の
同
意
が
あ
る
場
合
に
限

り
代
価
の
弁
済
の
た
め
に
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。 

 

（
誇
大
広
告
を
し
て
は
な
ら
な
い
事
項
） 

第
三
十
条
の
二
十 

準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る

内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。 

［
一
～
五 

略
］ 

六 

暗
号
資
産
等
の
信
託
を
内
容
と
す
る
特
定
信
託
契
約
に
つ
い
て
広
告
等

を
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項 

イ 

暗
号
等
資
産
の
性
質 

ロ 

暗
号
等
資
産
の
保
有
又
は
移
転
の
仕
組
み
に
関
す
る
事
項 

ハ 

暗
号
等
資
産
の
取
引
高
若
し
く
は
価
格
の
推
移
又
は
こ
れ
ら
の
見
込

み
に
関
す
る
事
項 

ニ 

暗
号
等
資
産
に
表
示
さ
れ
る
権
利
義
務
の
内
容
に
関
す
る
事
項 

ホ 

暗
号
等
資
産
を
発
行
し
、
若
し
く
は
発
行
し
よ
う
と
す
る
者
、
暗
号

等
資
産
に
表
示
さ
れ
る
権
利
に
係
る
債
務
者
又
は
暗
号
等
資
産
の
価
値

若
し
く
は
仕
組
み
に
重
大
な
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
が
で
き
る
者
の
資
力

若
し
く
は
信
用
又
は
そ
の
行
う
事
業
に
関
す
る
事
項 

 

（
誇
大
広
告
を
し
て
は
な
ら
な
い
事
項
） 

第
三
十
条
の
二
十 

［
同
上
］ 

 

［
一
～
五 

同
上
］ 

六 

［
同
上
］ 

 

イ 

暗
号
資
産
の
性
質 

ロ 

暗
号
資
産
の
保
有
又
は
移
転
の
仕
組
み
に
関
す
る
事
項 

ハ 

暗
号
資
産
の
取
引
高
若
し
く
は
価
格
の
推
移
又
は
こ
れ
ら
の
見
込
み

に
関
す
る
事
項 

ニ 

暗
号
資
産
に
表
示
さ
れ
る
権
利
義
務
の
内
容
に
関
す
る
事
項 

ホ 

暗
号
資
産
を
発
行
し
、
若
し
く
は
発
行
し
よ
う
と
す
る
者
、
暗
号
資

産
に
表
示
さ
れ
る
権
利
に
係
る
債
務
者
又
は
暗
号
資
産
の
価
値
若
し
く

は
仕
組
み
に
重
大
な
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
が
で
き
る
者
の
資
力
若
し
く

は
信
用
又
は
そ
の
行
う
事
業
に
関
す
る
事
項 

 

（
契
約
締
結
前
交
付
書
面
の
記
載
事
項
） 

第
三
十
条
の
二
十
三 

準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
三
第
一
項
第
七

（
契
約
締
結
前
交
付
書
面
の
記
載
事
項
） 

第
三
十
条
の
二
十
三 

［
同
上
］ 
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号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

た
だ
し
、
第
一
号
の
二
及
び
第
十
二
号
並
び
に
第
三
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項

に
つ
い
て
は
、
当
該
契
約
締
結
前
交
付
書
面
が
委
託
者
又
は
委
託
者
か
ら
指

図
の
権
限
の
委
託
を
受
け
た
者
（
委
託
者
又
は
委
託
者
か
ら
指
図
の
権
限
の

委
託
を
受
け
た
者
が
令
第
二
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
者
で
あ
る
場
合
に
限

る
。
）
の
み
の
指
図
に
よ
り
信
託
財
産
の
管
理
又
は
処
分
が
行
わ
れ
る
信
託

に
係
る
も
の
で
あ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

［
一
～
十
二 

略
］ 

十
三 

当
該
特
定
信
託
契
約
が
電
子
決
済
手
段
の
信
託
（
電
子
決
済
手
段
を

含
む
信
託
財
産
の
管
理
又
は
処
分
を
行
う
信
託
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

に
係
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項 

イ 

当
該
特
定
信
託
契
約
に
係
る
電
子
決
済
手
段
の
名
称 

ロ 

当
該
特
定
信
託
契
約
に
係
る
電
子
決
済
手
段
を
発
行
す
る
者
の
商
号

又
は
名
称
及
び
住
所 

ハ 

当
該
特
定
信
託
契
約
に
係
る
電
子
決
済
手
段
を
発
行
す
る
者
が
法
人

で
あ
る
と
き
は
、
代
表
者
の
氏
名 

ニ 

取
引
の
最
低
単
位
そ
の
他
の
当
該
特
定
信
託
契
約
に
係
る
電
子
決
済

手
段
の
取
引
の
条
件 

ホ 

当
該
特
定
信
託
契
約
に
係
る
電
子
決
済
手
段
の
償
還
の
方
法 

ヘ 

そ
の
他
特
定
信
託
契
約
の
締
結
に
関
し
参
考
と
な
る
と
認
め
ら
れ
る

事
項 

十
四 

［
略
］ 

［
２
・
３ 

略
］ 

       

［
一
～
十
二 

同
上
］ 

［
号
を
加
え
る
。
］ 

            

十
三 
［
同
上
］ 

［
２
・
３ 

同
上
］ 
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（
禁
止
行
為
） 

第
三
十
条
の
二
十
六 

準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
八
条
第
九
号
に
規
定
す

る
内
閣
府
令
で
定
め
る
行
為
は
、
次
に
掲
げ
る
行
為
と
す
る
。 

［
一
～
三 
略
］ 

四 

暗
号
資
産
等
の
信
託
を
内
容
と
す
る
特
定
信
託
契
約
の
締
結
若
し
く
は

そ
の
勧
誘
を
す
る
に
際
し
、
又
は
そ
の
行
う
当
該
特
定
信
託
契
約
の
締
結

の
業
務
に
関
し
て
広
告
等
を
す
る
に
際
し
、
顧
客
（
金
融
商
品
取
引
業
者

等
（
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
四
条
に
規
定
す
る
金
融
商
品
取
引
業
者
等

を
い
い
、
暗
号
等
資
産
に
関
す
る
金
融
商
品
取
引
行
為
（
同
条
に
規
定
す

る
金
融
商
品
取
引
行
為
を
い
う
。
）
を
業
と
し
て
行
う
者
に
限
る
。
以
下

こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
暗
号
資
産
交
換
業
者
等
（
資
金
決
済
に
関

す
る
法
律
第
二
条
第
十
六
項
に
規
定
す
る
暗
号
資
産
交
換
業
者
又
は
同
条

第
十
七
項
に
規
定
す
る
外
国
暗
号
資
産
交
換
業
者
を
い
う
。
以
下
こ
の
号

に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
電
子
決
済
手
段
等
取
引
業
者
等
（
同
条
第
十
二

項
に
規
定
す
る
電
子
決
済
手
段
等
取
引
業
者
（
同
法
第
六
十
二
条
の
八
第

二
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
電
子
決
済
手
段
等
取
引
業
者
と
み
な
さ
れ
る
同

条
第
一
項
に
規
定
す
る
発
行
者
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
又
は
同
法
第
二

条
第
十
三
項
に
規
定
す
る
外
国
電
子
決
済
手
段
等
取
引
業
者
を
い
い
、
金

融
商
品
取
引
法
第
二
条
に
規
定
す
る
定
義
に
関
す
る
内
閣
府
令
（
平
成
五

年
大
蔵
省
令
第
十
四
号
）
第
二
十
一
条
の
二
に
定
め
る
も
の
に
係
る
同
法

第
二
条
第
十
一
項
に
規
定
す
る
電
子
決
済
手
段
関
連
業
務
を
行
う
者
に
限

る
。
）
（
暗
号
資
産
等
の
信
託
（
暗
号
等
資
産
関
連
有
価
証
券
を
含
む
信

（
禁
止
行
為
） 

第
三
十
条
の
二
十
六 

［
同
上
］ 

 

［
一
～
三 

同
上
］ 

四 

暗
号
資
産
等
の
信
託
を
内
容
と
す
る
特
定
信
託
契
約
の
締
結
若
し
く
は

そ
の
勧
誘
を
す
る
に
際
し
、
又
は
そ
の
行
う
当
該
特
定
信
託
契
約
の
締
結

の
業
務
に
関
し
て
広
告
等
を
す
る
に
際
し
、
顧
客
（
金
融
商
品
取
引
業
者

等
（
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
四
条
に
規
定
す
る
金
融
商
品
取
引
業
者
等

を
い
い
、
暗
号
資
産
に
関
す
る
金
融
商
品
取
引
行
為
（
同
条
に
規
定
す
る

金
融
商
品
取
引
行
為
を
い
う
。
）
を
業
と
し
て
行
う
者
に
限
る
。
）
及
び

暗
号
資
産
交
換
業
者
等
（
資
金
決
済
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
八
項
に
規

定
す
る
暗
号
資
産
交
換
業
者
又
は
同
条
第
九
項
に
規
定
す
る
外
国
暗
号
資

産
交
換
業
者
を
い
う
。
）
を
除
く
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
対
し
、

裏
付
け
と
な
る
合
理
的
な
根
拠
を
示
さ
な
い
で
、
第
三
十
条
の
二
十
第
四

号
及
び
第
六
号
イ
か
ら
ホ
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
に
関
す
る
表
示
を
す
る
行

為 
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託
財
産
の
管
理
若
し
く
は
処
分
を
行
う
信
託
又
は
信
託
財
産
の
管
理
若
し

く
は
処
分
に
お
い
て
暗
号
等
資
産
関
連
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
を
行
う
信
託

を
除
く
。
）
に
あ
っ
て
は
、
金
融
商
品
取
引
業
者
等
及
び
暗
号
資
産
交
換

業
者
等
）
を
除
く
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
対
し
、
裏
付
け
と
な
る

合
理
的
な
根
拠
を
示
さ
な
い
で
、
第
三
十
条
の
二
十
第
四
号
及
び
第
六
号

イ
か
ら
ホ
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
に
関
す
る
表
示
を
す
る
行
為 

五 

［
略
］ 

六 

自
己
又
は
第
三
者
の
利
益
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
そ
の
行
う
電

子
決
済
手
段
の
信
託
を
内
容
と
す
る
特
定
信
託
契
約
の
締
結
の
業
務
の
対

象
と
し
、
若
し
く
は
対
象
と
し
よ
う
と
す
る
電
子
決
済
手
段
又
は
当
該
信

託
会
社
に
関
す
る
重
要
な
情
報
で
あ
っ
て
顧
客
の
電
子
決
済
手
段
の
売
買

又
は
他
の
電
子
決
済
手
段
と
の
交
換
に
係
る
判
断
に
影
響
を
及
ぼ
す
と
認

め
ら
れ
る
も
の
（
当
該
信
託
会
社
の
行
う
当
該
特
定
信
託
契
約
の
締
結
の

業
務
の
全
て
の
顧
客
が
容
易
に
知
り
得
る
状
態
に
置
か
れ
て
い
る
場
合
を

除
く
。
）
を
、
第
三
者
に
対
し
て
伝
達
し
、
又
は
利
用
す
る
行
為
（
当
該

信
託
会
社
の
行
う
特
定
信
託
契
約
の
締
結
の
業
務
の
適
正
か
つ
確
実
な
遂

行
に
必
要
な
も
の
を
除
く
。
） 

七 

自
己
又
は
第
三
者
の
利
益
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
そ
の
行
う
暗

号
資
産
等
の
信
託
を
内
容
と
す
る
特
定
信
託
契
約
の
締
結
の
業
務
の
対
象

と
し
、
若
し
く
は
対
象
と
し
よ
う
と
す
る
有
価
証
券
の
売
買
そ
の
他
の
取

引
等
に
係
る
暗
号
等
資
産
等
（
金
融
商
品
取
引
法
第
百
八
十
五
条
の
二
十

三
第
一
項
に
規
定
す
る
暗
号
等
資
産
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
並
び
に
第

四
十
条
第
十
一
項
第
二
号
及
び
第
四
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
当
該
信

      

五 

［
同
上
］ 

［
号
を
加
え
る
。
］ 

         

六 

自
己
又
は
第
三
者
の
利
益
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
そ
の
行
う
暗

号
資
産
等
の
信
託
を
内
容
と
す
る
特
定
信
託
契
約
の
締
結
の
業
務
の
対
象

と
し
、
若
し
く
は
対
象
と
し
よ
う
と
す
る
有
価
証
券
の
売
買
そ
の
他
の
取

引
等
に
係
る
暗
号
資
産
等
（
金
融
商
品
取
引
法
第
百
八
十
五
条
の
二
十
三

第
一
項
に
規
定
す
る
暗
号
資
産
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
並
び
に
第
四
十

条
第
十
項
第
二
号
及
び
第
四
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
当
該
信
託
会
社
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託
会
社
に
関
す
る
重
要
な
情
報
で
あ
っ
て
顧
客
の
暗
号
等
資
産
等
に
係
る

有
価
証
券
の
売
買
そ
の
他
の
取
引
等
に
係
る
判
断
に
影
響
を
及
ぼ
す
と
認

め
ら
れ
る
も
の
（
当
該
信
託
会
社
の
行
う
当
該
特
定
信
託
契
約
の
締
結
の

業
務
の
全
て
の
顧
客
が
容
易
に
知
り
得
る
状
態
に
置
か
れ
て
い
る
場
合
を

除
く
。
）
を
、
第
三
者
に
対
し
て
伝
達
し
、
又
は
利
用
す
る
行
為
（
当
該

信
託
会
社
の
行
う
特
定
信
託
契
約
の
締
結
の
業
務
の
適
正
か
つ
確
実
な
遂

行
に
必
要
な
も
の
を
除
く
。
） 

 

に
関
す
る
重
要
な
情
報
で
あ
っ
て
顧
客
の
暗
号
資
産
等
に
係
る
有
価
証
券

の
売
買
そ
の
他
の
取
引
等
に
係
る
判
断
に
影
響
を
及
ぼ
す
と
認
め
ら
れ
る

も
の
（
当
該
信
託
会
社
の
行
う
当
該
特
定
信
託
契
約
の
締
結
の
業
務
の
全

て
の
顧
客
が
容
易
に
知
り
得
る
状
態
に
置
か
れ
て
い
る
場
合
を
除
く
。
）

を
、
第
三
者
に
対
し
て
伝
達
し
、
又
は
利
用
す
る
行
為
（
当
該
信
託
会
社

の
行
う
特
定
信
託
契
約
の
締
結
の
業
務
の
適
正
か
つ
確
実
な
遂
行
に
必
要

な
も
の
を
除
く
。
） 

 

（
信
託
契
約
の
内
容
の
説
明
を
要
し
な
い
場
合
） 

第
三
十
一
条 

法
第
二
十
五
条
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
場

合
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
。 

［
一
～
五 

略
］ 

六 

そ
の
受
益
権
が
特
定
信
託
受
益
権
（
資
金
決
済
に
関
す
る
法
律
第
二
条

第
九
項
に
規
定
す
る
特
定
信
託
受
益
権
を
い
い
、
同
条
第
二
十
八
項
に
規

定
す
る
特
定
信
託
為
替
取
引
に
係
る
も
の
に
限
る
。
以
下
同
じ
。
）
に
該

当
す
る
信
託
に
係
る
信
託
契
約
に
よ
る
信
託
の
引
受
け
を
行
う
場
合
に
お

い
て
、
委
託
者
が
資
金
移
動
業
関
係
業
者
（
資
金
移
動
業
者
に
関
す
る
内

閣
府
令
（
平
成
二
十
二
年
内
閣
府
令
第
四
号
）
第
一
条
第
三
項
第
二
号
に

規
定
す
る
資
金
移
動
業
関
係
業
者
を
い
う
。
次
条
第
五
号
及
び
第
七
十
八

条
第
五
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
あ
る
場
合
（
当
該
資
金
移
動
業
関
係
業

者
か
ら
法
第
二
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
説
明
を
求
め
ら
れ
た
場
合
を
除
く

。
） 

２ 

［
略
］ 

（
信
託
契
約
の
内
容
の
説
明
を
要
し
な
い
場
合
） 

第
三
十
一
条 

［
同
上
］ 

 

［
一
～
五 

同
上
］ 

［
号
を
加
え
る
。
］ 

         ２ 

［
同
上
］ 
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（
信
託
契
約
締
結
時
の
書
面
交
付
を
要
し
な
い
場
合
） 

第
三
十
二
条 

法
第
二
十
六
条
第
一
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定

め
る
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
。 

［
一
～
四 
略
］ 

五 

そ
の
受
益
権
が
特
定
信
託
受
益
権
に
該
当
す
る
信
託
に
係
る
信
託
契
約

に
よ
る
信
託
の
引
受
け
を
行
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
委
託
者
が
資
金
移
動

業
関
係
業
者
で
あ
っ
て
、
書
面
又
は
第
三
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
電

磁
的
方
法
に
よ
り
当
該
委
託
者
か
ら
あ
ら
か
じ
め
法
第
二
十
六
条
第
一
項

に
規
定
す
る
書
面
の
交
付
を
要
し
な
い
旨
の
承
諾
を
得
、
か
つ
、
当
該
委

託
者
か
ら
の
要
請
が
あ
っ
た
場
合
に
速
や
か
に
当
該
書
面
を
交
付
で
き
る

体
制
が
整
備
さ
れ
て
い
る
場
合 

 

（
信
託
契
約
締
結
時
の
書
面
交
付
を
要
し
な
い
場
合
） 

第
三
十
二
条 

［
同
上
］ 

 

［
一
～
四 

同
上
］ 

［
号
を
加
え
る
。
］ 

（
信
託
契
約
締
結
時
の
交
付
書
面
の
記
載
事
項
） 

第
三
十
三
条 

法
第
二
十
六
条
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
事
項
に
は
、
次
に
掲

げ
る
事
項
を
含
む
も
の
と
す
る
。 

［
一
～
三 

略
］ 

四 

特
定
寄
附
信
託
（
租
税
特
別
措
置
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
二
十
六

号
）
第
四
条
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
寄
附
信
託
を
い
う
。
第
三
十

七
条
第
一
項
第
十
五
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
あ
っ
て
は
、
当
初
信
託
元

本
額 

五 

電
子
決
済
手
段
の
信
託
に
あ
っ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項 

イ 

電
子
決
済
手
段
は
本
邦
通
貨
又
は
外
国
通
貨
で
は
な
い
こ
と
。 

（
信
託
契
約
締
結
時
の
交
付
書
面
の
記
載
事
項
） 

第
三
十
三
条 

［
同
上
］ 

 

［
一
～
三 

同
上
］ 

四 

特
定
寄
附
信
託
（
租
税
特
別
措
置
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
二
十
六

号
）
第
四
条
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
寄
附
信
託
を
い
う
。
第
三
十

七
条
第
一
項
第
十
四
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
あ
っ
て
は
、
当
初
信
託
元

本
額 

［
号
を
加
え
る
。
］ 
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ロ 

電
子
決
済
手
段
の
価
値
の
変
動
を
直
接
の
原
因
と
し
て
損
失
が
生
ず

る
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
旨
及
び
そ
の
理
由 

ハ 

電
子
決
済
手
段
は
代
価
の
弁
済
を
受
け
る
者
の
同
意
が
あ
る
場
合
に

限
り
代
価
の
弁
済
の
た
め
に
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。 

ニ 

取
り
扱
う
電
子
決
済
手
段
の
概
要
及
び
特
性
（
当
該
電
子
決
済
手
段

の
移
転
の
確
定
す
る
時
期
及
び
そ
の
根
拠
を
含
む
。
）
並
び
に
当
該
電

子
決
済
手
段
を
発
行
す
る
者
の
商
号
又
は
名
称
及
び
概
要 

ホ 

電
子
決
済
手
段
を
発
行
す
る
者
に
対
す
る
償
還
請
求
権
の
内
容
及
び

そ
の
行
使
に
係
る
手
続 

ヘ 

当
該
信
託
に
関
し
顧
客
の
意
思
に
反
し
て
権
限
を
有
し
な
い
者
の
指

図
が
行
わ
れ
た
こ
と
に
よ
り
発
生
し
た
顧
客
の
損
失
の
補
償
そ
の
他
の

対
応
に
関
す
る
方
針 

ト 

そ
の
他
電
子
決
済
手
段
の
内
容
に
関
し
参
考
と
な
る
と
認
め
ら
れ
る

事
項 

六 

暗
号
資
産
等
の
信
託
に
あ
っ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項 

イ 

暗
号
等
資
産
は
本
邦
通
貨
又
は
外
国
通
貨
で
は
な
い
こ
と
。 

ロ 

暗
号
等
資
産
の
価
値
の
変
動
を
直
接
の
原
因
と
し
て
損
失
が
生
ず
る

お
そ
れ
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
旨
及
び
そ
の
理
由 

ハ 

暗
号
等
資
産
は
代
価
の
弁
済
を
受
け
る
者
の
同
意
が
あ
る
場
合
に
限

り
代
価
の
弁
済
の
た
め
に
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。 

ニ 

取
り
扱
う
暗
号
等
資
産
（
暗
号
等
資
産
関
連
金
融
指
標
（
金
融
商
品

取
引
法
第
百
八
十
五
条
の
二
十
二
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
暗
号
等

資
産
関
連
金
融
指
標
を
い
う
。
）
及
び
暗
号
等
資
産
関
連
有
価
証
券
に

              

五 

［
同
上
］ 

イ 

暗
号
資
産
は
、
本
邦
通
貨
又
は
外
国
通
貨
で
は
な
い
こ
と
。 

ロ 

暗
号
資
産
の
価
値
の
変
動
を
直
接
の
原
因
と
し
て
損
失
が
生
ず
る
お

そ
れ
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
旨
及
び
そ
の
理
由 

ハ 

暗
号
資
産
は
、
代
価
の
弁
済
を
受
け
る
者
の
同
意
が
あ
る
場
合
に
限

り
代
価
の
弁
済
の
た
め
に
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。 

ニ 
取
り
扱
う
暗
号
資
産
（
暗
号
資
産
関
連
金
融
指
標
（
金
融
商
品
取
引

法
第
百
八
十
五
条
の
二
十
二
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
暗
号
資
産
関

連
金
融
指
標
を
い
う
。
）
及
び
暗
号
資
産
関
連
有
価
証
券
に
関
す
る
も
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関
す
る
も
の
を
含
む
。
）
の
概
要
及
び
特
性
（
当
該
暗
号
等
資
産
が
、

特
定
の
者
に
よ
り
そ
の
価
値
を
保
証
さ
れ
て
い
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は

、
そ
の
旨
又
は
特
定
の
者
に
よ
り
そ
の
価
値
を
保
証
さ
れ
て
い
る
場
合

に
あ
っ
て
は
、
当
該
者
の
氏
名
、
商
号
若
し
く
は
名
称
及
び
当
該
保
証

の
内
容
を
含
む
。
） 

ホ 

そ
の
他
暗
号
等
資
産
の
性
質
に
関
し
参
考
と
な
る
と
認
め
ら
れ
る
事

項 

［
２
～
６ 

略
］ 

７ 

法
第
二
十
六
条
第
一
項
第
十
六
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項

は
、
第
三
十
条
の
二
十
三
第
一
項
第
二
号
か
ら
第
六
号
ま
で
及
び
第
十
一
号

に
掲
げ
る
事
項
（
電
子
決
済
手
段
の
信
託
に
あ
っ
て
は
、
同
項
第
十
三
号
ホ

に
掲
げ
る
事
項
を
含
む
。
）
と
す
る
。 

８ 

［
略
］ 

 

の
を
含
む
。
）
の
概
要
及
び
特
性
（
当
該
暗
号
資
産
が
、
特
定
の
者
に

よ
り
そ
の
価
値
を
保
証
さ
れ
て
い
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
旨
又

は
特
定
の
者
に
よ
り
そ
の
価
値
を
保
証
さ
れ
て
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は

、
当
該
者
の
氏
名
、
商
号
若
し
く
は
名
称
及
び
当
該
保
証
の
内
容
を
含

む
。
） 

ホ 

そ
の
他
暗
号
資
産
の
性
質
に
関
し
参
考
と
な
る
と
認
め
ら
れ
る
事
項 

 

［
２
～
６ 

同
上
］ 

７ 

法
第
二
十
六
条
第
一
項
第
十
六
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項

は
、
第
三
十
条
の
二
十
三
第
一
項
第
二
号
か
ら
第
六
号
ま
で
及
び
第
十
一
号

に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。 

 

８ 

［
同
上
］ 

 

（
信
託
財
産
状
況
報
告
書
の
記
載
事
項
等
） 

第
三
十
七
条 

法
第
二
十
七
条
第
一
項
本
文
に
規
定
す
る
信
託
財
産
状
況
報
告

書
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
報
告
書
」
と
い
う
。
）
に
は
、
次
に
掲
げ
る

事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
第
十
六
号
か
ら
第
十
八
号

ま
で
及
び
第
七
項
本
文
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
受
益
者
が
特
定
投
資

家
で
あ
る
場
合
又
は
当
該
報
告
書
が
委
託
者
若
し
く
は
委
託
者
か
ら
指
図
の

権
限
の
委
託
を
受
け
た
者
（
こ
れ
ら
の
者
が
令
第
二
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ

る
者
で
あ
る
場
合
に
限
る
。
）
の
み
の
指
図
に
よ
り
信
託
財
産
の
管
理
若
し

く
は
処
分
が
行
わ
れ
る
信
託
若
し
く
は
第
三
十
条
の
二
第
一
項
第
一
号
イ
若

（
信
託
財
産
状
況
報
告
書
の
記
載
事
項
等
） 

第
三
十
七
条 

法
第
二
十
七
条
第
一
項
本
文
に
規
定
す
る
信
託
財
産
状
況
報
告

書
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
報
告
書
」
と
い
う
。
）
に
は
、
次
に
掲
げ
る

事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
第
十
五
号
か
ら
第
十
七
号

ま
で
及
び
第
七
項
本
文
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
受
益
者
が
特
定
投
資

家
で
あ
る
場
合
又
は
当
該
報
告
書
が
委
託
者
若
し
く
は
委
託
者
か
ら
指
図
の

権
限
の
委
託
を
受
け
た
者
（
こ
れ
ら
の
者
が
令
第
二
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ

る
者
で
あ
る
場
合
に
限
る
。
）
の
み
の
指
図
に
よ
り
信
託
財
産
の
管
理
若
し

く
は
処
分
が
行
わ
れ
る
信
託
若
し
く
は
第
三
十
条
の
二
第
一
項
各
号
（
第
二
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し
く
は
ハ
か
ら
ホ
ま
で
に
掲
げ
る
信
託
契
約
に
係
る
も
の
で
あ
る
場
合
は
、

こ
の
限
り
で
な
い
。 

［
一
～
三 

略
］ 

四 

デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
が
行
わ
れ
た
場
合
に
は
、
取
引
の
種
類
ご
と
に
、

当
期
末
現
在
に
お
け
る
取
引
契
約
残
高
又
は
取
引
残
高
及
び
計
算
期
間
中

に
お
け
る
取
引
契
約
金
額
又
は
取
引
金
額 

五 

不
動
産
、
不
動
産
の
賃
借
権
又
は
地
上
権
に
つ
き
、
次
に
掲
げ
る
事
項

（
ロ
及
び
ハ
に
掲
げ
る
事
項
に
あ
っ
て
は
、
受
益
者
（
受
益
者
で
あ
る
資

産
の
流
動
化
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
特
定
目
的
会
社

が
発
行
す
る
資
産
対
応
証
券
を
取
得
し
た
者
そ
の
他
実
質
的
に
当
該
信
託

の
利
益
を
享
受
す
る
者
（
第
六
項
及
び
第
四
十
一
条
第
五
項
第
二
号
に
お

い
て
「
実
質
的
受
益
者
」
と
い
う
。
）
を
含
む
。
第
七
号
及
び
第
十
一
号

に
お
い
て
同
じ
。
）
か
ら
あ
ら
か
じ
め
記
載
を
要
し
な
い
旨
の
承
諾
を
得

た
場
合
を
除
く
。
） 

［
イ
～
ニ 

略
］ 

［
六
・
七 

略
］ 

八 

電
子
決
済
手
段
に
つ
き
、
計
算
期
間
中
に
お
け
る
売
買
総
数
及
び
売
買

総
額
並
び
に
種
類
ご
と
に
次
に
掲
げ
る
事
項 

イ 

信
託
財
産
の
計
算
期
間
の
直
前
の
計
算
期
間
の
末
日
現
在
に
お
け
る

数
量 

ロ 

当
期
末
現
在
に
お
け
る
数
量 

ハ 

当
該
電
子
決
済
手
段
の
売
却
を
予
定
す
る
信
託
の
場
合
に
は
、
当
期

末
現
在
に
お
け
る
電
子
決
済
手
段
の
時
価
総
額 

号
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
信
託
契
約
に
係
る
も
の
で
あ
る
場
合
は
、
こ
の
限

り
で
な
い
。 

［
一
～
三 

同
上
］ 

四 

デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
が
行
わ
れ
た
場
合
に
は
、
取
引
の
種
類
ご
と
に
、

当
期
末
現
在
に
お
け
る
取
引
契
約
残
高
又
は
取
引
残
高
及
び
計
算
期
間
中

に
お
け
る
取
引
契
約
金
額
若
し
く
は
取
引
金
額 

五 

不
動
産
、
不
動
産
の
賃
借
権
又
は
地
上
権
に
つ
き
、
次
に
掲
げ
る
事
項

（
ロ
及
び
ハ
に
掲
げ
る
事
項
に
あ
っ
て
は
、
受
益
者
（
受
益
者
で
あ
る
資

産
の
流
動
化
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
特
定
目
的
会
社

が
発
行
す
る
資
産
対
応
証
券
を
取
得
し
た
者
そ
の
他
実
質
的
に
当
該
信
託

の
利
益
を
享
受
す
る
者
（
第
六
項
に
お
い
て
「
実
質
的
受
益
者
」
と
い
う

。
）
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
及
び
第
四
十
一
条
第
五
項
第
二
号
に
お
い
て

同
じ
。
）
か
ら
あ
ら
か
じ
め
記
載
を
要
し
な
い
旨
の
承
諾
を
得
た
場
合
を

除
く
。
） 

［
イ
～
ニ 

同
上
］ 

［
六
・
七 

同
上
］ 

［
号
を
加
え
る
。
］ 

      

 15 



九
～
十
八 

［
略
］ 

［
２
～
７ 

略
］ 

 

八
～
十
七 

［
同
上
］ 

［
２
～
７ 

同
上
］ 

（
信
託
財
産
状
況
報
告
書
の
交
付
頻
度
） 

第
三
十
七
条
の
二 

法
第
二
十
七
条
第
一
項
本
文
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定

め
る
場
合
及
び
内
閣
府
令
で
定
め
る
期
間
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
及

び
そ
の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
期
間
と
す
る
。 

一 

［
略
］ 

二 

公
的
年
金
制
度
の
健
全
性
及
び
信
頼
性
の
確
保
の
た
め
の
厚
生
年
金
保

険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
六
十
三
号
。

以
下
こ
の
号
及
び
第
四
十
条
第
十
四
項
に
お
い
て
「
平
成
二
十
五
年
厚
生

年
金
等
改
正
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お

そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
る
平
成
二
十
五
年
厚
生
年
金
等
改
正
法

第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
厚
生
年
金
保
険
法
（
昭
和
二
十
九
年
法

律
第
百
十
五
号
。
第
四
十
条
第
十
四
項
に
お
い
て
「
改
正
前
厚
生
年
金
保

険
法
」
と
い
う
。
）
第
百
三
十
条
の
二
第
一
項
又
は
国
民
年
金
法
（
昭
和

三
十
四
年
法
律
第
百
四
十
一
号
）
第
百
二
十
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る

信
託
契
約
で
あ
る
場
合 

三
月 

 

（
信
託
財
産
状
況
報
告
書
の
交
付
頻
度
） 

第
三
十
七
条
の
二 

［
同
上
］ 

  

一 

［
同
上
］ 

二 

公
的
年
金
制
度
の
健
全
性
及
び
信
頼
性
の
確
保
の
た
め
の
厚
生
年
金
保

険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
六
十
三
号
。

以
下
こ
の
号
及
び
第
四
十
条
第
十
三
項
に
お
い
て
「
平
成
二
十
五
年
厚
生

年
金
等
改
正
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お

そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
る
平
成
二
十
五
年
厚
生
年
金
等
改
正
法

第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
厚
生
年
金
保
険
法
（
昭
和
二
十
九
年
法

律
第
百
十
五
号
。
第
四
十
条
第
十
三
項
に
お
い
て
「
改
正
前
厚
生
年
金
保

険
法
」
と
い
う
。
）
第
百
三
十
条
の
二
第
一
項
又
は
国
民
年
金
法
（
昭
和

三
十
四
年
法
律
第
百
四
十
一
号
）
第
百
二
十
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る

信
託
契
約
で
あ
る
場
合 

三
月 

 

（
信
託
財
産
状
況
報
告
書
の
交
付
を
要
し
な
い
場
合
） 

第
三
十
八
条 

法
第
二
十
七
条
第
一
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定

め
る
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
。 

［
一
～
九 

略
］ 

（
信
託
財
産
状
況
報
告
書
の
交
付
を
要
し
な
い
場
合
） 

第
三
十
八
条 

［
同
上
］ 

 

［
一
～
九 
同
上
］ 
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十 

そ
の
受
益
権
が
特
定
信
託
受
益
権
に
該
当
す
る
信
託
に
係
る
信
託
契
約

に
よ
る
信
託
の
引
受
け
を
行
っ
た
場
合
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
要
件
の

全
て
を
満
た
す
場
合 

イ 
毎
年
三
月
、
六
月
、
九
月
及
び
十
二
月
の
末
日
に
お
け
る
当
該
特
定

信
託
受
益
権
の
発
行
価
額
の
総
額
及
び
当
該
特
定
信
託
受
益
権
に
係
る

信
託
契
約
に
よ
り
受
け
入
れ
た
金
銭
を
管
理
す
る
預
貯
金
の
口
座
（
第

四
十
一
条
第
五
項
第
十
号
イ
に
お
い
て
「
特
定
信
託
口
口
座
」
と
い
う

。
）
の
残
高
を
公
表
し
て
い
る
こ
と
。 

ロ 

受
益
者
か
ら
の
要
請
が
あ
っ
た
場
合
に
速
や
か
に
信
託
財
産
状
況
報

告
書
を
交
付
で
き
る
体
制
が
整
備
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
旨
を
公
表
し
て

い
る
こ
と
。 

ハ 

当
該
特
定
信
託
受
益
権
に
係
る
信
託
契
約
に
お
い
て
、
受
益
者
か
ら

の
要
請
が
な
い
限
り
信
託
財
産
状
況
報
告
書
を
交
付
し
な
い
旨
の
定
め

が
あ
る
こ
と
。 

２ 

［
略
］ 

 

［
号
を
加
え
る
。
］ 

          
 

  

２ 

［
同
上
］ 

 

（
信
託
財
産
を
自
己
の
固
有
財
産
及
び
他
の
信
託
財
産
と
分
別
し
て
管
理
す

る
た
め
の
体
制
の
整
備
に
関
す
る
事
項
） 

第
三
十
九
条 

［
略
］ 

２ 

［
略
］ 

３ 

信
託
会
社
は
、
前
二
項
の
規
定
に
よ
る
も
の
の
ほ
か
、
信
託
財
産
に
属
す

る
電
子
決
済
手
段
、
暗
号
資
産
及
び
電
子
記
録
移
転
有
価
証
券
表
示
権
利
等

を
管
理
す
る
と
き
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各

（
信
託
財
産
を
自
己
の
固
有
財
産
及
び
他
の
信
託
財
産
と
分
別
し
て
管
理
す

る
た
め
の
体
制
の
整
備
に
関
す
る
事
項
） 

第
三
十
九
条 

［
同
上
］ 

２ 
［
同
上
］ 

３ 
信
託
会
社
は
、
前
二
項
の
規
定
に
よ
る
も
の
の
ほ
か
、
信
託
財
産
に
属
す

る
暗
号
資
産
及
び
電
子
記
録
移
転
有
価
証
券
表
示
権
利
等
を
管
理
す
る
と
き

は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
方
法
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号
に
定
め
る
方
法
に
よ
り
、
管
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
顧
客

の
利
便
の
確
保
及
び
信
託
業
の
円
滑
な
遂
行
を
図
る
た
め
に
、
そ
の
営
む
信

託
業
の
状
況
に
照
ら
し
、
次
の
各
号
に
定
め
る
方
法
以
外
の
方
法
で
管
理
す

る
こ
と
が
必
要
な
最
小
限
度
の
電
子
決
済
手
段
、
暗
号
資
産
（
当
該
暗
号
資

産
の
数
量
を
本
邦
通
貨
に
換
算
し
た
金
額
が
、
そ
の
管
理
す
る
信
託
財
産
に

属
す
る
暗
号
資
産
の
数
量
を
本
邦
通
貨
に
換
算
し
た
金
額
に
百
分
の
五
を
乗

じ
て
得
た
金
額
を
超
え
な
い
場
合
に
限
る
。
）
及
び
電
子
記
録
移
転
有
価
証

券
表
示
権
利
等
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

一 

信
託
会
社
が
自
己
で
管
理
す
る
場
合 

信
託
財
産
に
属
す
る
電
子
決
済

手
段
、
暗
号
資
産
及
び
電
子
記
録
移
転
有
価
証
券
表
示
権
利
等
を
表
示
す

る
財
産
的
価
値
を
移
転
す
る
た
め
に
必
要
な
情
報
を
、
常
時
イ
ン
タ
ー
ネ

ッ
ト
に
接
続
し
て
い
な
い
電
子
機
器
、
電
磁
的
記
録
媒
体
そ
の
他
の
記
録

媒
体
（
文
書
そ
の
他
の
物
を
含
む
。
）
に
記
録
し
て
管
理
す
る
方
法
そ
の

他
こ
れ
と
同
等
の
技
術
的
安
全
管
理
措
置
を
講
じ
て
管
理
す
る
方
法 

二 

信
託
会
社
が
第
三
者
を
し
て
管
理
さ
せ
る
場
合 

信
託
財
産
に
属
す
る

電
子
決
済
手
段
、
暗
号
資
産
及
び
電
子
記
録
移
転
有
価
証
券
表
示
権
利
等

の
保
全
に
関
し
て
、
当
該
信
託
会
社
が
自
己
で
管
理
す
る
場
合
と
同
等
の

顧
客
の
保
護
が
確
保
さ
れ
て
い
る
と
合
理
的
に
認
め
ら
れ
る
方
法 

４ 

信
託
会
社
は
、
前
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
電
子
決
済
手
段
（
電
子
決
済

手
段
等
取
引
業
者
が
、
電
子
決
済
手
段
等
取
引
業
の
利
用
者
の
電
子
決
済
手

段
を
管
理
す
る
場
合
は
、
電
子
決
済
手
段
等
取
引
業
者
に
関
す
る
内
閣
府
令

第
三
十
八
条
第
七
項
の
規
定
の
適
用
の
あ
る
電
子
決
済
手
段
を
除
く
。
）
と

同
じ
種
類
及
び
数
量
の
電
子
決
済
手
段
（
以
下
こ
の
項
及
び
第
四
十
三
条
第

に
よ
り
、
管
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
顧
客
の
利
便
の
確
保
及

び
信
託
業
の
円
滑
な
遂
行
を
図
る
た
め
に
、
そ
の
営
む
信
託
業
の
状
況
に
照

ら
し
、
次
の
各
号
に
定
め
る
方
法
以
外
の
方
法
で
管
理
す
る
こ
と
が
必
要
な

最
小
限
度
の
暗
号
資
産
（
当
該
暗
号
資
産
の
数
量
を
本
邦
通
貨
に
換
算
し
た

金
額
が
、
そ
の
管
理
す
る
信
託
財
産
に
属
す
る
暗
号
資
産
の
数
量
を
本
邦
通

貨
に
換
算
し
た
金
額
に
百
分
の
五
を
乗
じ
て
得
た
金
額
を
超
え
な
い
場
合
に

限
る
。
）
及
び
電
子
記
録
移
転
有
価
証
券
表
示
権
利
等
に
つ
い
て
は
、
こ
の

限
り
で
な
い
。 

一 

信
託
会
社
が
自
己
で
管
理
す
る
場
合 

信
託
財
産
に
属
す
る
暗
号
資
産

及
び
電
子
記
録
移
転
有
価
証
券
表
示
権
利
等
を
表
示
す
る
財
産
的
価
値
を

移
転
す
る
た
め
に
必
要
な
情
報
を
、
常
時
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
接
続
し
て

い
な
い
電
子
機
器
、
電
磁
的
記
録
媒
体
そ
の
他
の
記
録
媒
体
（
文
書
そ
の

他
の
物
を
含
む
。
）
に
記
録
し
て
管
理
す
る
方
法
そ
の
他
こ
れ
と
同
等
の

技
術
的
安
全
管
理
措
置
を
講
じ
て
管
理
す
る
方
法 

二 

信
託
会
社
が
第
三
者
を
し
て
管
理
さ
せ
る
場
合 

信
託
財
産
に
属
す
る

暗
号
資
産
及
び
電
子
記
録
移
転
有
価
証
券
表
示
権
利
等
の
保
全
に
関
し
て

、
当
該
信
託
会
社
が
自
己
で
管
理
す
る
場
合
と
同
等
の
顧
客
の
保
護
が
確

保
さ
れ
て
い
る
と
合
理
的
に
認
め
ら
れ
る
方
法 

［
項
を
加
え
る
。
］ 
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一
項
第
二
号
に
お
い
て
「
履
行
保
証
電
子
決
済
手
段
」
と
い
う
。
）
を
自
己

の
電
子
決
済
手
段
と
し
て
保
有
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
履
行
保
証
電
子
決

済
手
段
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
方
法
に
よ
り
、
当
該
履
行
保

証
電
子
決
済
手
段
以
外
の
自
己
の
電
子
決
済
手
段
と
分
別
し
て
管
理
す
る
も

の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
前
項
各
号
の
規
定
を
準
用
す
る
。 

一 

信
託
会
社
が
自
己
で
管
理
す
る
履
行
保
証
電
子
決
済
手
段 

履
行
保
証

電
子
決
済
手
段
と
信
託
財
産
に
属
す
る
電
子
決
済
手
段
、
他
の
信
託
の
信

託
財
産
に
属
す
る
電
子
決
済
手
段
及
び
履
行
保
証
電
子
決
済
手
段
以
外
の

自
己
の
電
子
決
済
手
段
と
を
明
確
に
区
分
し
、
か
つ
、
い
ず
れ
が
履
行
保

証
電
子
決
済
手
段
で
あ
る
か
が
直
ち
に
判
別
で
き
る
状
態
（
履
行
保
証
電

子
決
済
手
段
の
数
量
が
自
己
の
帳
簿
に
よ
り
直
ち
に
判
別
で
き
る
状
態
を

含
む
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
管
理
す
る
方
法 

二 

信
託
会
社
が
第
三
者
を
し
て
管
理
さ
せ
る
履
行
保
証
電
子
決
済
手
段 

 

当
該
第
三
者
に
お
い
て
、
当
該
履
行
保
証
電
子
決
済
手
段
と
そ
れ
以
外

の
電
子
決
済
手
段
と
を
明
確
に
区
分
さ
せ
、
か
つ
、
い
ず
れ
が
当
該
履

行
保
証
電
子
決
済
手
段
で
あ
る
か
が
直
ち
に
判
別
で
き
る
状
態
で
管
理

さ
せ
る
方
法 

５ 

信
託
会
社
は
、
第
三
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
暗
号
資
産
と
同
じ
種
類
及

び
数
量
の
暗
号
資
産
（
以
下
こ
の
項
及
び
第
四
十
三
条
第
一
項
第
二
号
に
お

い
て
「
履
行
保
証
暗
号
資
産
」
と
い
う
。
）
を
自
己
の
暗
号
資
産
と
し
て
保

有
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
履
行
保
証
暗
号
資
産
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各

号
に
定
め
る
方
法
に
よ
り
、
当
該
履
行
保
証
暗
号
資
産
以
外
の
自
己
の
暗
号

資
産
と
分
別
し
て
管
理
す
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
第
三

                 

４ 

信
託
会
社
は
、
前
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
暗
号
資
産
と
同
じ
種
類
及

び
数
量
の
暗
号
資
産
（
以
下
こ
の
項
及
び
第
四
十
三
条
第
一
項
第
二
号
に
お

い
て
「
履
行
保
証
暗
号
資
産
」
と
い
う
。
）
を
自
己
の
暗
号
資
産
と
し
て
保

有
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
履
行
保
証
暗
号
資
産
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各

号
に
定
め
る
方
法
に
よ
り
、
当
該
履
行
保
証
暗
号
資
産
以
外
の
自
己
の
暗
号

資
産
と
分
別
し
て
管
理
す
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
前
項
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項
各
号
の
規
定
を
準
用
す
る
。 

［
一
・
二 

略
］ 

６ 
［
略
］ 

 

各
号
の
規
定
を
準
用
す
る
。 

［
一
・
二 

同
上
］ 

５ 

［
同
上
］ 

 

（
信
託
財
産
に
損
害
を
生
じ
さ
せ
、
又
は
信
託
業
の
信
用
を
失
墜
さ
せ
る
こ

と
の
な
い
体
制
の
整
備
に
関
す
る
事
項
） 

第
四
十
条 

［
略
］ 

［
２
～
９ 

略
］ 

10 

信
託
会
社
は
、
電
子
決
済
手
段
の
信
託
を
行
う
場
合
に
は
、
次
に
掲
げ
る

措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

電
子
決
済
手
段
の
特
性
、
取
引
の
内
容
そ
の
他
の
事
情
に
応
じ
、
顧
客

の
保
護
を
図
り
、
及
び
信
託
業
務
の
適
正
か
つ
確
実
な
遂
行
を
確
保
す
る

た
め
に
必
要
な
体
制
を
整
備
す
る
措
置 

二 

電
子
決
済
手
段
の
特
性
及
び
自
己
の
業
務
体
制
に
照
ら
し
て
、
外
国
電

子
決
済
手
段
（
外
国
に
お
い
て
法
、
兼
営
法
、
農
業
協
同
組
合
法
、
水
産

業
協
同
組
合
法
、
中
小
企
業
等
協
同
組
合
法
、
協
同
組
合
に
よ
る
金
融
事

業
に
関
す
る
法
律
、
信
用
金
庫
法
、
長
期
信
用
銀
行
法
、
労
働
金
庫
法
、

銀
行
法
、
農
林
中
央
金
庫
法
、
株
式
会
社
商
工
組
合
中
央
金
庫
法
又
は
資

金
決
済
に
関
す
る
法
律
に
相
当
す
る
外
国
の
法
令
の
規
定
に
よ
り
発
行
さ

れ
た
電
子
決
済
手
段
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
及
び
次
号
に
お
い
て
同
じ
。

）
で
あ
っ
て
次
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
か
を
満
た
さ
な
い
も
の
そ
の
他

の
顧
客
の
保
護
又
は
信
託
業
務
の
適
正
か
つ
確
実
な
遂
行
に
支
障
を
及
ぼ

す
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
電
子
決
済
手
段
を
取
り
扱
わ
な
い
た
め

（
信
託
財
産
に
損
害
を
生
じ
さ
せ
、
又
は
信
託
業
の
信
用
を
失
墜
さ
せ
る
こ

と
の
な
い
体
制
の
整
備
に
関
す
る
事
項
） 

第
四
十
条 

［
同
上
］ 

［
２
～
９ 

同
上
］ 

［
項
を
加
え
る
。
］ 
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に
必
要
な
措
置 

イ 

銀
行
法
又
は
資
金
決
済
に
関
す
る
法
律
に
相
当
す
る
外
国
の
法
令
の

規
定
に
よ
り
、
銀
行
法
第
四
条
第
一
項
の
免
許
若
し
く
は
資
金
決
済
に

関
す
る
法
律
第
三
十
七
条
の
登
録
と
同
等
の
免
許
若
し
く
は
登
録
（
当

該
免
許
又
は
登
録
に
類
す
る
そ
の
他
の
行
政
処
分
を
含
む
。
）
を
受
け

、
又
は
同
法
第
三
十
七
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
と
同
等
の

届
出
を
し
、
当
該
外
国
電
子
決
済
手
段
を
発
行
す
る
こ
と
を
業
と
し
て

行
う
者
に
よ
り
発
行
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

ロ 

当
該
外
国
電
子
決
済
手
段
を
発
行
す
る
者
が
当
該
外
国
電
子
決
済
手

段
を
償
還
す
る
た
め
に
必
要
な
資
産
を
法
、
兼
営
法
、
銀
行
法
又
は
資

金
決
済
に
関
す
る
法
律
に
相
当
す
る
外
国
の
法
令
の
規
定
に
よ
り
管
理

し
て
お
り
、
か
つ
、
当
該
管
理
の
状
況
に
つ
い
て
、
当
該
外
国
電
子
決

済
手
段
の
発
行
が
行
わ
れ
た
国
に
お
い
て
公
認
会
計
士
（
公
認
会
計
士

法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
三
号
）
第
十
六
条
の
二
第
五
項
に
規
定

す
る
外
国
公
認
会
計
士
を
含
む
。
第
四
十
三
条
及
び
第
八
十
一
条
の
十

一
第
三
項
第
二
号
イ
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
資
格
に
相
当
す
る
資
格
を

有
す
る
者
又
は
監
査
法
人
に
相
当
す
る
者
に
よ
る
監
査
を
受
け
て
い
る

こ
と
。 

ハ 

捜
査
機
関
等
か
ら
当
該
外
国
電
子
決
済
手
段
に
係
る
取
引
が
詐
欺
等

の
犯
罪
行
為
に
利
用
さ
れ
た
旨
の
情
報
の
提
供
が
あ
る
こ
と
そ
の
他
の

事
情
を
勘
案
し
て
犯
罪
行
為
が
行
わ
れ
た
疑
い
が
あ
る
と
認
め
る
と
き

は
、
当
該
外
国
電
子
決
済
手
段
を
発
行
す
る
者
に
お
い
て
、
当
該
外
国

電
子
決
済
手
段
に
係
る
取
引
の
停
止
等
を
行
う
措
置
を
講
ず
る
こ
と
と
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さ
れ
て
い
る
こ
と
。 

三 

外
国
電
子
決
済
手
段
を
取
り
扱
う
場
合
に
あ
っ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
措

置
そ
の
他
の
顧
客
の
保
護
及
び
信
託
業
務
の
適
正
か
つ
確
実
な
遂
行
に
必

要
な
措
置 

イ 

外
国
電
子
決
済
手
段
に
つ
い
て
、
当
該
外
国
電
子
決
済
手
段
を
発
行

す
る
者
が
そ
の
債
務
の
履
行
等
（
資
金
決
済
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第

七
項
に
規
定
す
る
債
務
の
履
行
等
を
い
う
。
）
を
行
う
こ
と
が
困
難
と

な
っ
た
場
合
そ
の
他
当
該
外
国
電
子
決
済
手
段
の
価
値
が
著
し
く
減
少

し
た
場
合
に
、
当
該
外
国
電
子
決
済
手
段
を
取
り
扱
う
電
子
決
済
手
段

等
取
引
業
者
が
、
利
用
者
（
国
内
に
あ
る
利
用
者
と
国
外
に
あ
る
利
用

者
と
を
区
分
す
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
国
内
に
あ
る
利

用
者
）
の
た
め
に
管
理
を
す
る
当
該
外
国
電
子
決
済
手
段
に
つ
い
て
、

当
該
債
務
の
履
行
等
が
行
わ
れ
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
金
額
と
同
額
で

買
取
り
を
行
う
こ
と
を
約
し
、
か
つ
、
当
該
買
取
り
を
行
う
た
め
に
必

要
な
資
産
の
保
全
そ
の
他
こ
れ
と
同
等
の
顧
客
の
保
護
が
確
保
さ
れ
て

い
る
と
合
理
的
に
認
め
ら
れ
る
措
置 

ロ 

顧
客
（
電
子
決
済
手
段
等
取
引
業
者
に
関
す
る
内
閣
府
令
第
一
条
第

二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
電
子
決
済
手
段
等
取
引
業
者
等
を
除
く
。
）

の
た
め
に
外
国
電
子
決
済
手
段
の
管
理
を
す
る
こ
と
（
当
該
顧
客
の
外

国
電
子
決
済
手
段
を
移
転
す
る
た
め
に
管
理
を
す
る
こ
と
を
含
む
。
）

及
び
移
転
を
す
る
こ
と
（
資
金
決
済
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
十
項
に

規
定
す
る
電
子
決
済
手
段
の
交
換
等
に
伴
う
も
の
を
含
む
。
）
が
で
き

る
金
額
が
、
当
該
信
託
会
社
が
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
資
金
移
動
業
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者
の
発
行
す
る
電
子
決
済
手
段
（
同
法
第
三
十
六
条
の
二
第
二
項
に
規

定
す
る
第
二
種
資
金
移
動
業
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
を
取
り
扱
う
場

合
と
同
等
の
水
準
と
な
る
こ
と
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置 

四 

業
務
の
内
容
及
び
方
法
に
応
じ
、
当
該
業
務
に
係
る
電
子
情
報
処
理
組

織
の
管
理
を
十
分
に
行
う
た
め
の
措
置 

五 

信
託
会
社
が
、
そ
の
行
う
信
託
業
務
に
つ
い
て
、
そ
の
取
り
扱
う
若
し

く
は
取
り
扱
お
う
と
す
る
電
子
決
済
手
段
又
は
当
該
信
託
会
社
に
関
す
る

重
要
な
情
報
で
あ
っ
て
顧
客
の
電
子
決
済
手
段
の
売
買
又
は
他
の
電
子
決

済
手
段
と
の
交
換
に
係
る
判
断
に
影
響
を
及
ぼ
す
と
認
め
ら
れ
る
も
の
（

当
該
信
託
会
社
の
行
う
電
子
決
済
手
段
の
信
託
の
全
て
の
顧
客
が
容
易
に

知
り
得
る
状
態
に
置
か
れ
て
い
る
場
合
を
除
く
。
）
を
適
切
に
管
理
す
る

た
め
に
必
要
な
措
置 

11 

信
託
会
社
は
、
暗
号
資
産
等
の
信
託
を
行
う
場
合
（
第
三
号
に
つ
い
て
は

、
信
託
財
産
に
属
す
る
電
子
記
録
移
転
有
価
証
券
表
示
権
利
等
を
管
理
す
る

場
合
を
含
む
。
）
に
は
、
次
に
掲
げ
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

［
略
］ 

二 

暗
号
等
資
産
の
特
性
及
び
自
己
の
業
務
体
制
に
照
ら
し
て
、
顧
客
の
保

護
又
は
信
託
業
務
の
適
正
か
つ
確
実
な
遂
行
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が

あ
る
と
認
め
ら
れ
る
暗
号
等
資
産
等
に
係
る
有
価
証
券
の
売
買
そ
の
他
の

取
引
等
を
取
り
扱
わ
な
い
た
め
に
必
要
な
措
置 

三 

［
略
］ 

四 

信
託
会
社
が
、
そ
の
行
う
暗
号
資
産
等
の
信
託
の
対
象
と
し
、
若
し
く

は
対
象
と
し
よ
う
と
す
る
有
価
証
券
の
売
買
そ
の
他
の
取
引
等
に
係
る
暗

            

10 

［
同
上
］ 

  

一 

［
同
上
］ 

二 

暗
号
資
産
の
特
性
及
び
自
己
の
業
務
体
制
に
照
ら
し
て
、
顧
客
の
保
護

又
は
信
託
業
務
の
適
正
か
つ
確
実
な
遂
行
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ

る
と
認
め
ら
れ
る
暗
号
資
産
等
に
係
る
有
価
証
券
の
売
買
そ
の
他
の
取
引

等
を
取
り
扱
わ
な
い
た
め
に
必
要
な
措
置 

三 
［
同
上
］ 

四 

信
託
会
社
が
、
そ
の
行
う
暗
号
資
産
等
の
信
託
の
対
象
と
し
、
若
し
く

は
対
象
と
し
よ
う
と
す
る
有
価
証
券
の
売
買
そ
の
他
の
取
引
等
に
係
る
暗
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号
等
資
産
等
又
は
当
該
信
託
会
社
に
関
す
る
重
要
な
情
報
で
あ
っ
て
顧
客

の
暗
号
等
資
産
等
に
係
る
有
価
証
券
の
売
買
そ
の
他
の
取
引
等
に
係
る
判

断
に
影
響
を
及
ぼ
す
と
認
め
ら
れ
る
も
の
（
当
該
信
託
会
社
の
行
う
暗
号

資
産
等
の
信
託
の
全
て
の
顧
客
が
容
易
に
知
り
得
る
状
態
に
置
か
れ
て
い

る
場
合
を
除
く
。
）
を
適
切
に
管
理
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置 

12 

信
託
会
社
は
、
前
二
項
の
規
定
に
よ
る
ほ
か
、
電
子
決
済
手
段
、
暗
号
資

産
及
び
電
子
記
録
移
転
有
価
証
券
表
示
権
利
等
を
表
示
す
る
財
産
的
価
値
を

移
転
す
る
た
め
に
必
要
な
情
報
の
漏
え
い
、
滅
失
、
毀
損
そ
の
他
の
事
由
に

起
因
し
て
、
法
第
二
十
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
信
託
財
産
に
属
す
る
財

産
と
固
有
財
産
及
び
他
の
信
託
の
信
託
財
産
に
属
す
る
財
産
と
を
分
別
し
て

管
理
す
る
信
託
財
産
に
属
す
る
電
子
決
済
手
段
、
暗
号
資
産
及
び
電
子
記
録

移
転
有
価
証
券
表
示
権
利
等
で
顧
客
に
対
し
て
負
担
す
る
電
子
決
済
手
段
、

暗
号
資
産
及
び
電
子
記
録
移
転
有
価
証
券
表
示
権
利
等
の
管
理
に
関
す
る
債

務
の
全
部
を
履
行
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
お
け
る
当
該
債
務
の
履
行

に
関
す
る
方
針
（
当
該
債
務
を
履
行
す
る
た
め
に
必
要
な
対
応
及
び
そ
れ
を

実
施
す
る
時
期
を
含
む
。
）
を
定
め
て
公
表
し
、
か
つ
、
実
施
す
る
た
め
の

措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。 

13
・
14 

［
略
］ 

 

号
資
産
等
又
は
当
該
信
託
会
社
に
関
す
る
重
要
な
情
報
で
あ
っ
て
顧
客
の

暗
号
資
産
等
に
係
る
有
価
証
券
の
売
買
そ
の
他
の
取
引
等
に
係
る
判
断
に

影
響
を
及
ぼ
す
と
認
め
ら
れ
る
も
の
（
当
該
信
託
会
社
の
行
う
暗
号
資
産

等
の
信
託
の
全
て
の
顧
客
が
容
易
に
知
り
得
る
状
態
に
置
か
れ
て
い
る
場

合
を
除
く
。
）
を
適
切
に
管
理
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置 

11 

信
託
会
社
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
ほ
か
、
暗
号
資
産
及
び
電
子
記
録
移

転
有
価
証
券
表
示
権
利
等
を
表
示
す
る
財
産
的
価
値
を
移
転
す
る
た
め
に
必

要
な
情
報
の
漏
え
い
、
滅
失
、
毀
損
そ
の
他
の
事
由
に
起
因
し
て
、
法
第
二

十
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
信
託
財
産
に
属
す
る
財
産
と
固
有
財
産
及
び

他
の
信
託
の
信
託
財
産
に
属
す
る
財
産
と
を
分
別
し
て
管
理
す
る
信
託
財
産

に
属
す
る
暗
号
資
産
及
び
電
子
記
録
移
転
有
価
証
券
表
示
権
利
等
で
顧
客
に

対
し
て
負
担
す
る
暗
号
資
産
及
び
電
子
記
録
移
転
有
価
証
券
表
示
権
利
等
の

管
理
に
関
す
る
債
務
の
全
部
を
履
行
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
お
け
る

当
該
債
務
の
履
行
に
関
す
る
方
針
（
当
該
債
務
を
履
行
す
る
た
め
に
必
要
な

対
応
及
び
そ
れ
を
実
施
す
る
時
期
を
含
む
。
）
を
定
め
て
公
表
し
、
か
つ
、

実
施
す
る
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。 

 

12
・
13 

［
同
上
］ 

 

（
信
託
財
産
に
係
る
行
為
準
則
） 

第
四
十
一
条 

［
略
］ 

［
２
～
４ 

略
］ 

５ 

法
第
二
十
九
条
第
三
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
場
合

（
信
託
財
産
に
係
る
行
為
準
則
） 

第
四
十
一
条 

［
同
上
］ 

［
２
～
４ 
同
上
］ 

５ 

［
同
上
］ 
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は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
。 

［
一
～
九 

略
］ 

十 
そ
の
受
益
権
が
特
定
信
託
受
益
権
に
該
当
す
る
信
託
に
係
る
信
託
契
約

に
よ
る
信
託
の
引
受
け
を
行
っ
た
場
合
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
要
件
の

全
て
を
満
た
す
場
合 

イ 

毎
年
三
月
、
六
月
、
九
月
及
び
十
二
月
の
末
日
に
お
け
る
当
該
特
定

信
託
受
益
権
の
発
行
価
額
の
総
額
及
び
特
定
信
託
口
口
座
の
残
高
を
公

表
し
て
い
る
こ
と
。 

ロ 

受
益
者
か
ら
の
要
請
が
あ
っ
た
場
合
に
速
や
か
に
書
面
を
交
付
で
き

る
体
制
が
整
備
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
旨
を
公
表
し
て
い
る
こ
と
。 

ハ 

当
該
特
定
信
託
受
益
権
に
係
る
信
託
契
約
に
お
い
て
、
受
益
者
か
ら

の
要
請
が
な
い
限
り
信
託
財
産
状
況
報
告
書
を
交
付
し
な
い
旨
の
定
め

が
あ
る
こ
と
。 

 

 

［
一
～
九 

同
上
］ 

［
号
を
加
え
る
。
］ 

（
業
務
及
び
財
産
の
状
況
に
関
す
る
説
明
書
類
の
縦
覧
） 

第
四
十
三
条 

法
第
三
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の

は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。 

一 

［
略
］ 

二 

信
託
会
社
の
業
務
の
状
況
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項 

イ 

［
略
］ 

ロ 

直
近
の
五
事
業
年
度
に
お
け
る
信
託
業
務
の
状
況
を
示
す
指
標
と
し

て
次
に
掲
げ
る
事
項 

［
⑴
・
⑵ 

略
］ 

（
業
務
及
び
財
産
の
状
況
に
関
す
る
説
明
書
類
の
縦
覧
） 

第
四
十
三
条 

［
同
上
］ 

 

一 

［
同
上
］ 

二 

［
同
上
］ 

イ 

［
同
上
］ 

ロ 
［
同
上
］ 

 
［
⑴
・
⑵ 

同
上
］ 
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⑶ 

信
託
勘
定
有
価
証
券
残
高
（
⑹
に
掲
げ
る
事
項
を
除
く
。
） 

⑷ 

信
託
勘
定
電
子
決
済
手
段
残
高
及
び
履
行
保
証
電
子
決
済
手
段
残

高 
⑸
～
⑺ 

［
略
］ 

ハ 

直
近
の
二
事
業
年
度
に
お
け
る
信
託
財
産
の
状
況
を
示
す
指
標
と
し

て
次
に
掲
げ
る
事
項 

［
⑴
～
⑶ 

略
］ 

⑷ 

金
銭
信
託
等
の
種
類
別
の
貸
出
金
、
有
価
証
券
、
電
子
決
済
手
段

及
び
暗
号
資
産
の
区
分
ご
と
の
期
末
運
用
残
高 

［
⑸
～
⑾ 

略
］ 

⑿ 

電
子
決
済
手
段
の
種
類
別
の
期
末
残
高 

⒀ 

［
略
］ 

［
ニ
・
ホ 

略
］ 

三 

信
託
会
社
の
直
近
の
二
事
業
年
度
に
お
け
る
財
産
の
状
況
に
関
す
る
事

項
と
し
て
次
に
掲
げ
る
事
項 

［
イ
・
ロ 

略
］ 

ハ 

各
事
業
年
度
終
了
の
日
に
お
け
る
保
有
す
る
有
価
証
券
、
電
子
決
済

手
段
及
び
暗
号
資
産
の
取
得
価
額
、
時
価
並
び
に
評
価
損
益 

ニ 

イ
に
掲
げ
る
書
類
に
つ
い
て
公
認
会
計
士
又
は
監
査
法
人
の
監
査
を

受
け
て
い
る
場
合
に
は
そ
の
旨 

  ［
四
～
六 

略
］ 

⑶ 

信
託
勘
定
有
価
証
券
残
高
（
⑸
に
掲
げ
る
事
項
を
除
く
。
） 

［
加
え
る
。
］ 

 

⑷
～
⑹ 

［
同
上
］ 

ハ 

［
同
上
］ 

 

［
⑴
～
⑶ 

同
上
］ 

⑷ 

金
銭
信
託
等
の
種
類
別
の
貸
出
金
、
有
価
証
券
及
び
暗
号
資
産
の

区
分
ご
と
の
期
末
運
用
残
高 

［
⑸
～
⑾ 

同
上
］ 

［
加
え
る
。
］ 

⑿ 

［
同
上
］ 

［
ニ
・
ホ 

同
上
］ 

三 

［
同
上
］ 

 

［
イ
・
ロ 

同
上
］ 

ハ 

各
事
業
年
度
終
了
の
日
に
お
け
る
保
有
す
る
有
価
証
券
及
び
暗
号
資

産
の
取
得
価
額
、
時
価
並
び
に
評
価
損
益 

ニ 

イ
に
掲
げ
る
書
類
に
つ
い
て
公
認
会
計
士
（
公
認
会
計
士
法
（
昭
和

二
十
三
年
法
律
第
百
三
号
）
第
十
六
条
の
二
第
五
項
に
規
定
す
る
外
国

公
認
会
計
士
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
監
査
法

人
の
監
査
を
受
け
て
い
る
場
合
に
は
そ
の
旨 

［
四
～
六 
同
上
］ 
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２ 

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
外
国
信
託
会
社
に
係
る
法
第
三
十
四
条
第

一
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る

。 ［
一
・
二 

略
］ 

三 

支
店
の
直
近
の
二
事
業
年
度
に
お
け
る
財
産
の
状
況
に
関
す
る
事
項
と

し
て
次
に
掲
げ
る
事
項 

［
イ
・
ロ 

略
］ 

ハ 

各
事
業
年
度
終
了
の
日
に
お
け
る
保
有
す
る
有
価
証
券
、
電
子
決
済

手
段
及
び
暗
号
資
産
の
取
得
価
額
、
時
価
並
び
に
評
価
損
益 

［
四
～
六 

略
］ 

［
３
～
７ 

略
］ 

２ 

［
同
上
］ 

  

［
一
・
二 

同
上
］ 

三 

［
同
上
］ 

 

［
イ
・
ロ 

同
上
］ 

ハ 

各
事
業
年
度
終
了
の
日
に
お
け
る
保
有
す
る
有
価
証
券
及
び
暗
号
資

産
の
取
得
価
額
、
時
価
並
び
に
評
価
損
益 

［
四
～
六 

同
上
］ 

［
３
～
７ 

同
上
］ 

 

（
法
第
五
十
条
の
二
第
十
項
に
規
定
す
る
信
託
財
産
に
属
す
る
財
産
に
関
す

る
事
項
の
調
査
） 

第
五
十
一
条
の
七 

法
第
五
十
条
の
二
第
十
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め

る
調
査
は
、
信
託
法
第
三
条
第
三
号
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
っ
て
信
託
を
し
た

と
き
は
、
速
や
か
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
き
、
信
託
財
産
に
属
す
る
財

産
の
種
類
に
応
じ
て
適
正
か
つ
合
理
的
と
認
め
ら
れ
る
方
法
に
よ
り
行
わ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

次
に
掲
げ
る
信
託
財
産
に
属
す
る
財
産
の
種
類
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次

に
定
め
る
事
項 

イ 

有
価
証
券
（
チ
及
び
ル
に
掲
げ
る
財
産
を
除
く
。
） 

銘
柄
、
数
量

そ
の
他
の
当
該
有
価
証
券
の
内
容
を
特
定
す
る
た
め
に
必
要
な
事
項 

（
法
第
五
十
条
の
二
第
十
項
に
規
定
す
る
信
託
財
産
に
属
す
る
財
産
に
関
す

る
事
項
の
調
査
） 

第
五
十
一
条
の
七 

［
同
上
］ 

    
一 

［
同
上
］ 

 
イ 
有
価
証
券
（
チ
及
び
ヌ
に
掲
げ
る
財
産
を
除
く
。
） 

銘
柄
、
数
量

そ
の
他
の
当
該
有
価
証
券
の
内
容
を
特
定
す
る
た
め
に
必
要
な
事
項 
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［
ロ
～
ホ 

略
］ 

ヘ 

金
銭
債
権
（
リ
に
掲
げ
る
財
産
を
除
く
。
） 

金
銭
債
権
の
種
類
及

び
額
（
債
権
の
種
類
ご
と
の
総
額
で
足
り
る
。
）
、
債
権
者
及
び
債
務

者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
、
担
保
の
設
定
状
況
そ
の
他
の
当
該
金

銭
債
権
の
内
容
を
特
定
す
る
た
め
に
必
要
な
事
項 

ト 

［
略
］ 

チ 

信
託
受
益
権
（
リ
及
び
ル
に
掲
げ
る
財
産
を
除
く
。
） 

信
託
に
係

る
信
託
財
産
を
特
定
す
る
た
め
に
必
要
な
事
項
及
び
当
該
信
託
の
受
益

権
の
内
容
を
特
定
す
る
た
め
に
必
要
な
事
項 

リ 

電
子
決
済
手
段 

種
類
、
数
量
そ
の
他
の
当
該
電
子
決
済
手
段
の
内

容
を
特
定
す
る
た
め
に
必
要
な
事
項 

ヌ
・
ル 

［
略
］ 

ヲ 

イ
か
ら
ル
ま
で
に
掲
げ
る
財
産
以
外
の
財
産 

当
該
財
産
の
種
類
、

権
利
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
そ
の
他
の
当
該
財
産
を
特
定
す
る

た
め
に
必
要
な
事
項 

二 

［
略
］ 

［
２
・
３ 

略
］ 

 

［
ロ
～
ホ 

同
上
］ 

ヘ 

金
銭
債
権 

金
銭
債
権
の
種
類
及
び
額
（
債
権
の
種
類
ご
と
の
総
額

で
足
り
る
。
）
、
債
権
者
及
び
債
務
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
、

担
保
の
設
定
状
況
そ
の
他
の
当
該
金
銭
債
権
の
内
容
を
特
定
す
る
た
め

に
必
要
な
事
項 

ト 

［
同
上
］ 

チ 

信
託
受
益
権 

信
託
に
係
る
信
託
財
産
を
特
定
す
る
た
め
に
必
要
な

事
項
及
び
当
該
信
託
の
受
益
権
の
内
容
を
特
定
す
る
た
め
に
必
要
な
事

項 

［
号
の
細
分
を
加
え
る
。
］ 

 

リ
・
ヌ 

［
同
上
］ 

ル 

イ
か
ら
ヌ
ま
で
に
掲
げ
る
財
産
以
外
の
財
産 

当
該
財
産
の
種
類
、

権
利
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
そ
の
他
の
当
該
財
産
を
特
定
す
る

た
め
に
必
要
な
事
項 

二 

［
同
上
］ 

［
２
・
３ 

同
上
］ 

（
適
用
除
外
） 

第
五
十
一
条
の
十 

令
第
十
五
条
の
三
第
九
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め

る
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
。 

  

（
適
用
除
外
） 

第
五
十
一
条
の
十 

令
第
十
五
条
の
三
第
九
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め

る
場
合
は
、
賃
貸
借
契
約
に
お
け
る
賃
貸
人
が
賃
貸
借
契
約
に
付
随
し
て
管

理
す
る
金
銭
等
を
信
託
財
産
と
し
て
信
託
法
第
三
条
第
三
号
に
掲
げ
る
方
法

に
よ
っ
て
信
託
を
す
る
場
合
と
す
る
。 
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一 

賃
貸
借
契
約
に
お
け
る
賃
貸
人
が
賃
貸
借
契
約
に
付
随
し
て
管
理
す
る

金
銭
等
を
信
託
財
産
と
し
て
信
託
法
第
三
条
第
三
号
に
掲
げ
る
方
法
に
よ

っ
て
信
託
を
す
る
場
合 

二 

電
子
決
済
手
段
等
取
引
業
者
が
電
子
決
済
手
段
等
取
引
業
者
に
関
す
る

内
閣
府
令
第
三
十
八
条
第
三
項
（
同
令
第
二
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
、
同
項
に
規

定
す
る
利
用
者
区
分
管
理
電
子
決
済
手
段
自
己
信
託
を
す
る
場
合 

 

［
号
を
加
え
る
。
］ 

  

［
号
を
加
え
る
。
］ 

（
信
託
契
約
の
内
容
の
説
明
を
要
し
な
い
場
合
） 

第
七
十
八
条 

法
第
七
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
五
条
た
だ
し
書

に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
。 

［
一
～
三 

略
］ 

四 

兼
営
法
第
六
条
の
規
定
に
基
づ
き
損
失
の
補
塡
又
は
利
益
の
補
足
を
約

す
る
特
約
が
付
さ
れ
る
金
銭
信
託
に
係
る
信
託
契
約
の
締
結
の
代
理
又
は

媒
介
を
行
う
場
合
（
顧
客
か
ら
法
第
七
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第

二
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
説
明
を
求
め
ら
れ
た
場
合
を
除
く
。)

 

五 

そ
の
受
益
権
が
特
定
信
託
受
益
権
に
該
当
す
る
信
託
に
係
る
信
託
契
約

の
締
結
の
代
理
又
は
媒
介
を
す
る
場
合
に
お
い
て
、
顧
客
が
資
金
移
動
業

関
係
業
者
で
あ
る
と
き
（
当
該
資
金
移
動
業
関
係
業
者
か
ら
法
第
七
十
六

条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
説
明
を
求
め
ら
れ

た
場
合
を
除
く
。
）
。 

 

別
表
第
二
（
第
三
十
九
条
第
六
項
関
係
） 

（
信
託
契
約
の
内
容
の
説
明
を
要
し
な
い
場
合
） 

第
七
十
八
条 

［
同
上
］ 

 

［
一
～
三 

同
上
］ 

四 

兼
営
法
第
六
条
の
規
定
に
基
づ
き
損
失
の
補
て
ん
又
は
利
益
の
補
足
を

約
す
る
特
約
が
付
さ
れ
る
金
銭
信
託
に
係
る
信
託
契
約
の
締
結
の
代
理
又

は
媒
介
を
行
う
場
合
（
顧
客
か
ら
法
第
七
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法

第
二
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
説
明
を
求
め
ら
れ
た
場
合
を
除
く
。
） 

［
号
を
加
え
る
。
］ 

     別
表
第
二
（
第
三
十
九
条
第
五
項
関
係
） 

 29 



［
表
略
］ 

 

［
同
上
］ 
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別紙様式第１号（第５条関係） 

（日本産業規格Ａ４） 

（第１面） 

年  月  日 

内閣総理大臣 殿 

申請者（郵便番号   ） 

所 在 地 

電話番号（  ）    ― 

商  号 

代表者の氏名 

免許申請書 

信託業法第４条第１項の規定に基づき免許を申請します。 

この申請書及び添付書類の記載事項は、事実に相違ありません。 

（記載上の注意） 

［略］ 

［（第２面）～（第４―２面） 略］ 

（別添３：他に営む業務の種類）              （第５面） 

商号                （  年  月  日現在） 

［表略］ 

（記載上の注意） 
信託業務以外の業務を営むときは、その業務の種類を「統計調査に用いる

産業分類並びに疾病、障害及び死因分類を定める政令の規定に基づき、産業

に関する分類の名称及び分類表を定める等の件」に定める日本標準産業分類

表に掲げる細分類により記載すること。ただし、法第21条第１項に規定する

信託契約代理業、信託受益権売買等業務、電子決済手段関連業務又は財産の

管理業務を営む場合は、その旨（財産の管理業務については、その細目も含

む。）も記載すること。 
（注意事項） 

［略］ 
［（第６面）・（第７面） 略］ 

別紙様式第１号（第５条関係） 

（日本産業規格Ａ４） 

（第１面） 

年  月  日 

内閣総理大臣 殿 

申請者（郵便番号   ） 

所 在 地 

電話番号（  ）    ― 

商  号 

代表者の氏名 

免許申請書 

信託業法第４条第１項の規定に基づき免許を申請します。 

この申請書及び添付書類の記載事項は、事実に相違ありません。 

（記載上の注意） 

［同左］ 

［（第２面）～（第４―２面） 同左］ 

（別添３：他に営む業務の種類）              （第５面） 

商号                （  年  月  日現在） 

［同左］ 

（記載上の注意） 
信託業務以外の業務を営むときは、その業務の種類を「統計調査に用いる

産業分類並びに疾病、障害及び死因分類を定める政令の規定に基づき、産業

に関する分類の名称及び分類表を定める等の件」に定める日本標準産業分類

表に掲げる細分類により記載すること。ただし、法第21条第１項に規定する

信託契約代理業、信託受益権売買等業務又は財産の管理業務を営む場合は、

その旨（財産の管理業務については、その細目も含む。）も記載すること。 
 
（注意事項） 

［同左］ 
［（第６面）・（第７面） 同左］ 
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別紙様式第２号（第 12条関係） 

（日本産業規格Ａ４） 

（第１面） 

年  月  日 

財務（支）局長 殿 

申請者（郵便番号   ） 

所 在 地 

電話番号（  ）    ― 

商  号 

代表者の氏名 

登録申請書 

信託業法第８条第１項の規定に基づき登録を申請します。 

この申請書及び添付書類の記載事項は、事実に相違ありません。 

（記載上の注意） 

［略］ 

［（第２面）～（第４―２面） 略］ 

（別添３：他に営む業務の種類）              （第５面） 

商号                （  年  月  日現在） 

［表略］ 

（記載上の注意） 
信託業務以外の業務を営むときは、その業務の種類を「統計調査に用いる

産業分類並びに疾病、障害及び死因分類を定める政令の規定に基づき、産業

に関する分類の名称及び分類表を定める等の件」に定める日本標準産業分類

表に掲げる細分類により記載すること。ただし、法第21条第１項に規定する

信託契約代理業、信託受益権売買等業務、電子決済手段関連業務又は財産の

管理業務を営む場合は、その旨（財産の管理業務については、その細目も含

む。）も記載すること。 
（注意事項） 

［略］ 

別紙様式第２号（第 12条関係） 

（日本産業規格Ａ４） 

（第１面） 

年  月  日 

財務（支）局長 殿 

申請者（郵便番号   ） 

所 在 地 

電話番号（  ）    ― 

商  号 

代表者の氏名 

登録申請書 

信託業法第８条第１項の規定に基づき登録を申請します。 

この申請書及び添付書類の記載事項は、事実に相違ありません。 

（記載上の注意） 

［同左］ 

［（第２面）～（第４―２面） 同左］ 

（別添３：他に営む業務の種類）              （第５面） 

商号                （  年  月  日現在） 

［同左］ 

（記載上の注意） 
信託業務以外の業務を営むときは、その業務の種類を「統計調査に用いる

産業分類並びに疾病、障害及び死因分類を定める政令の規定に基づき、産業

に関する分類の名称及び分類表を定める等の件」に定める日本標準産業分類

表に掲げる細分類により記載すること。ただし、法第21条第１項に規定する

信託契約代理業、信託受益権売買等業務又は財産の管理業務を営む場合は、

その旨（財産の管理業務については、その細目も含む。）も記載すること。 
 
（注意事項） 

［同左］ 
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［（第６面）・（第７面） 略］ ［（第６面）・（第７面） 同左］ 
  

別紙様式第 10号（第 42条第１項関係） 

（日本産業規格Ａ４） 

年度事業報告書 ( 
年  月  日から

年  月  日まで) 
年  月  日提出 

商 号 

所在地 

代表者の役職氏名 

（記載上の注意） 

［略］ 

１ 業 務 の 状 況 

［⑴～⑻ 略］ 

⑼ 業務の状況 

① 各種信託の状況 

［表略］ 

別紙様式第 10号（第 42条第１項関係） 

（日本産業規格Ａ４） 

年度事業報告書 ( 
年  月  日から

年  月  日まで) 
年  月  日提出 

商 号 

所在地 

代表者の役職氏名 

（記載上の注意） 

［同左］ 

１ 業 務 の 状 況 

［⑴～⑻ 同左］ 

⑼ 業務の状況 

① 各種信託の状況 

［同左］ 

区 分 

有価証券

の信託 

電子決済

手段の信

託 

暗号資産等

及び電子記

録移転有価

証券表示権

利等の信託 

金銭

債権

の信

託 

動産

の信

託 

土地

及び

その

定着

物の

信託 

地上

権の

信託 

土地

及び

その

定着

物の

賃借

権の

信託 

包括

信託 

その

他の

信託 
合計 

管理

信託 
運用

信託 
管理

信託 
運用

信託 
管理

信託 
運用

信託 

元 本               
売渡手

形等               

収 益               

仮受金               

その他               

債権償

却準備

金 
              

特別留

保金               

区 分 

有価証券の信

託 

暗号資産等及

び電子記録移

転有価証券表

示権利等の信

託 

金銭

債権

の信

託 

動産

の信

託 

土地

及び

その

定着

物の

信託 

地上

権の

信託 

土地

及び

その

定着

物の

賃借

権の

信託 

包括

信託 

その

他の

信託 
合計 

管 理

信 託 
運 用

信 託 
管 理

信 託 
運 用

信 託 

元 本             
売渡手

形等             

収 益             

仮受金             

その他             

債権償

却準備

金 
            

特別留

保金             
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・・・               

・・・               

・・・               

・・・               

・・・               

負債合

計              （ ） 
 

・・・             

・・・             

・・・             

・・・             

・・・             

負債合

計            （ ） 
 

② 各種信託の信託財産別残高 

（単位：百万円） 

区 分 

指定金銭信託 

特定金銭

信託 

金銭投資

基金信託 

年 金 信 託 年金投資基金信託 

合同運用 単独運用 
厚生年金

基金信託 

国民年金

基金信託 

規約型企

業年金信

託 

基金型企

業年金信

託 

貸付金口 株式口 

［略］ 

有 価 証 券           

［略］ 

暗号等資産

関連有価証

券 

          

［略］ 

［略］ 

信 託 受 益 権           

［略］ 

特定信託受

益権 
          

その他の信

託受益権 
          

電子決済手段

（特定信託受益

権を除く。） 

          

暗 号 資 産           

［略］ 
 

② 各種信託の信託財産別残高 

（単位：百万円） 

区 分 

指定金銭信託 

特定金銭

信託 

金銭投資

基金信託 

年 金 信 託 年金投資基金信託 

単独運用 単独運用 
厚生年金

基金信託 

国民年金

基金信託 

規約型企

業年金信

託 

基金型企

業年金信

託 

貸付金口 株式口 

［同左］ 

有 価 証 券           

［同左］ 

暗号資産関

連有価証券 
          

［同左］ 

［同左］ 

信 託 受 益 権           

［同左］ 

その他の信

託受益権 
          

暗 号 資 産           

［同左］ 
 

  

区 分 

財産形成給付信託 財産形

成投資

基金信

託 

貸 付 信 託 投 資 信 託 金銭信

託以外

の金銭

の信託 

財産形

成給付

金信託 

財産形

成基金

信託 

収益分

配型 

収益満

期受取

型 

収益運

用口 
 

うちみ

なす投

資信託 

区 分 

財産形成給付信託 財産形

成投資

基金信

託 

貸 付 信 託 投 資 信 託 金銭信

託以外

の金銭

の信託 

財産形

成給付

金信託 

財産形

成基金

信託 

収益分

配型 

収益満

期受取

型 

収益運

用口 
 

うちみ

なす投

資信託 
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［略］ 

有 価 証 券          

［略］ 

暗号等資

産関連有

価証券 

         

［略］ 

［略］ 

信 託 受 益 権          

［略］ 

特定信託

受益権 
         

その他の

信託受益

権 

         

電子決済手段

（特定信託受

益 権 を 除

く。） 

         

暗 号 資 産          

［略］ 
 

［同左］ 

有 価 証 券          

［同左］ 

暗号資産

関連有価

証券 

         

［同左］ 

［同左］ 

信 託 受 益 権          

［同左］ 

その他の

信託受益

権 

         

暗 号 資 産          

［同左］ 
 

  

区 分 

有価証券の 
信託 

電子決済手段

の信託 

暗号資産等及び

電子記録移転有

価証券表示権利

等の信託 

金銭

債権

の信

託 

動産

の信

託 

土地

及び

その

定着

物の

信託 

地上

権の

信託 

土地

及び

その

定着

物の

賃借

権の

信託 

包括

信託 

その

他の

信託 

合計 

管理

信託 

運用

信託 

管理

信託 
運用

信託 
管理

信託 

運用

信託 

貸 出 金               

証 書貸 付               

手 形貸 付               

割 引手 形               

有 価 証 券               

国 債               

地 方 債               

区 分 

有 価 証 券 の 
信託 

暗号資産等及び

電子記録移転有

価証券表示権利

等の信託 

金 銭

債 権

の 信

託 

動 産

の 信

託 

土 地

及 び

そ の

定 着

物 の

信 託 

地 上

権 の

信 託 

土 地

及 び

そ の

定 着

物 の

賃 借

権 の

信 託 

包 括

信 託 

そ の

他 の

信 託 

合 計 

管 理

信 託 

運 用

信 託 

管 理

信 託 

運 用

信 託 

貸 出 金             

証 書 貸 付             

手 形 貸 付             

割 引 手 形             

有 価 証 券             

国 債             

地 方 債             
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短 期社 債               

社 債               

株 式               

外 国証 券               

そ の他 の
証券               

貸 付信 託
受益証券               

投 資信 託
受益証券               

暗 号等 資
産 関連 有
価証券 

              

電 子記 録
移 転有 価
証 券表 示
権利等 

              

投資信託外
国投資               

信託受益権               

指 定金 銭
信 託受 益
権 

              

金 銭投 資
基 金信 託
受益権 

              

年 金投 資
基 金信 託
受益権 

              

財 産形 成
投 資基 金
信 託受 益
権 

              

貸 付信 託
収 益運 用
口受益権 

              

特 定信 託
受益権               

そ の他 の
信 託受 益
権 

              

電子決済手
段（特定信
託受益権を
除く。） 

              

暗 号 資 産               

金 銭 債 権               

生 命保 険
債権               

住 宅貸 付
債権               

そ の他 の
金銭債権               

有形固定資
産               

動 産               

不 動 産               

無形固定資
産               

短 期 社 債             

社 債             

株 式             

外 国 証 券             

その他の証
券             

貸付信託受
益証券             

投資信託受
益証券             

暗号資産関
連有価証券             

電子記録移
転有価証券
表示権利等 

            

投資信託外国
投資             

信託受益権             

指定金銭信
託受益権             

金銭投資基
金信託受益
権 

            

年金投資基
金信託受益
権 

            

財産形成投
資基金信託
受益権 

            

貸付信託収
益運用口受
益権 

            

その他の信
託受益権             

暗 号 資 産             

金 銭 債 権             

生命保険債
権             

住宅貸付債
権             

その他の金
銭債権             

有形固定資産             

動 産             

不 動 産             

無形固定資産             

地 上 権             

不動産の賃
借権             

その他の無
形固定資産             
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地 上 権               

不 動産 の
賃借権               

そ の他 の
無 形固 定
資産 

              

その他債権               

買 入 手 形               

コールロー
ン               

現金預け金               

現 金               

預 け 金               

そ の 他               

共 同受 託
振替勘定               

そ の 他               

資 産 合 計               
 

その他債権             

買 入 手 形             

コールローン             

現金預け金             

現 金             

預 け 金             

そ の 他             

共同受託振
替勘定             

そ の 他             

資 産 合 計             

 

［③・④ 略] ［③・④ 同左] 

⑤ 信託財産残高表 

（単位：百万円） 

資 産 金 額 負 債 金 額 

［略］ 

有 価 証 券  貸 付 信 託  

［略］ 

暗号等資産関連有価証券  地 上 権 の 信 託  

［略］ 

［略］ 

信 託 受 益 権    

電子決済手段（特定信託

受益権を除く。） 
   

受 託 有 価 証 券    

［略］ 
 

⑤ 信託財産残高表 

（単位：百万円） 

資 産 金 額 負 債 金 額 

［同左］ 

有 価 証 券  貸 付 信 託  

［同左］ 

暗号資産関連有価証券  地 上 権 の 信 託  

［同左］ 

［同左］ 

信 託 受 益 権    

受 託 有 価 証 券    

［同左］ 
 

(注) ［略］ (注) ［同左］ 
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＜参考＞ 

上記(注)共同信託他社管理財産には、当社と○○○○が職務分担型共同受託方

式により受託している信託財産（以下「職務分担型共同受託財産」という。）

○○○○百万円を含んでおります。 

上記信託財産残高表に職務分担型共同受託財産を合算した信託財産残高表は

次のとおりであります。 

(注) ［略］ 

＜参考＞ 

上記(注)共同信託他社管理財産には、当社と○○○○が職務分担型共同受託方

式により受託している信託財産（以下「職務分担型共同受託財産」という。）

○○○○百万円を含んでおります。 

上記信託財産残高表に職務分担型共同受託財産を合算した信託財産残高表は

次のとおりであります。 

(注) ［同左］ 

（単位：百万円） 

資 産 金 額 負 債 金 額 

［略］ 

有 価 証 券  貸 付 信 託  

［略］ 

暗号等資産関連有価証券  地 上 権 の 信 託  

［略］ 

［略］ 

信 託 受 益 権    

電子決済手段（特定信託

受益権を除く。） 
   

受 託 有 価 証 券    

［略］ 
 

（単位：百万円） 

資 産 金 額 負 債 金 額 

［同左］ 

有 価 証 券  貸 付 信 託  

［同左］ 

暗号資産関連有価証券  地 上 権 の 信 託  

［同左］ 

［同左］ 

信 託 受 益 権    

受 託 有 価 証 券    

［同左］ 
 

⑥ 信託財産収支表 

（単位：百万円） 

収      入 支      出 

科 目 金 額 科 目 金 額 

［略］ 

有価証券貸付料  投資信託委託者報酬  

金銭債権収益  電子決済手段売却損  

動産収益  有価証券売却損  

不動産収益  投資信託有価証券売却損  

※ 収益調整益  暗号資産売却損  

⑥ 信託財産収支表 

（単位：百万円） 

収      入 支      出 

科 目 金 額 科 目 金 額 

［同左］ 

有価証券貸付料  投資信託委託者報酬  

金銭債権収益  有価証券売却損  

動産収益  投資信託有価証券売却損  

不動産収益  暗号資産売却損  

※ 収益調整益  暗号資産関連有価証券売却  
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※ 投資信託解約差益  
暗号等資産関連有価証券売

却損 
 

電子決済手段売却益  
電子記録移転有価証券表示

権利等売却損 
 

有価証券売却益  固定資産売却損  

［略］ 

暗号等資産関連有価証券売

却益 
 ※ 投資信託解約差損  

［略］ 
 

損 

※ 投資信託解約差益  
電子記録移転有価証券表示

権利等売却損 
 

有価証券売却益  固定資産売却損  

［同左］ 

暗号資産関連有価証券売却

益 
 ※ 投資信託解約差損  

［同左］ 
 

⑦ 信託財産の分別管理の状況 

番号 資 産 の 区 分 管 理 の 方 法 

［略］ 

7 
指名金銭債権（信託の受益権を除

く。） 
 

8 特定信託受益権  

9 
電子決済手段（信託の受益権を表示す

るものを除く。） 
 

10 
有価証券（信託の受益権を表示するも

のを除く。） 
 

11 暗号資産  

12 電子記録移転有価証券表示権利等  

13 
特許権等（特許権又はその専用実施権

若しくは通常実施権をいう。） 
 

14 

実用新案権等（実用新案権又はその専

用実施権若しくは通常実施権をい

う。） 

 

15 
意匠権等（意匠権又はその専用実施権

若しくは通常実施権をいう。） 
 

16 
商標権等（商標権又はその専用使用権

若しくは通常使用権をいう。） 
 

⑦ 信託財産の分別管理の状況 

番号 資 産 の 区 分 管 理 の 方 法 

［同左］ 

7 
指名金銭債権（信託の受益権を除

く。） 
 

8 
有価証券（信託の受益権を表示するも

のを除く。） 
 

9 暗号資産  

10 電子記録移転有価証券表示権利等  

11 
特許権等（特許権又はその専用実施権

若しくは通常実施権をいう。） 
 

12 

実用新案権等（実用新案権又はその専

用実施権若しくは通常実施権をい

う。） 

 

13 
意匠権等（意匠権又はその専用実施権

若しくは通常実施権をいう。） 
 

14 
商標権等（商標権又はその専用使用権

若しくは通常使用権をいう。） 
 

15 
育成者権等（育成者権又はその専用利

用権若しくは通常利用権をいう。） 
 

16 回路配置利用権等（回路配置利用権又  
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17 
育成者権等（育成者権又はその専用利

用権若しくは通常利用権をいう。） 
 

18 

回路配置利用権等（回路配置利用権又

はその専用利用権若しくは通常利用権

をいう。） 

 

19 
著作権等（著作権、出版権又は著作隣

接権をいう。） 
 

20 前各項に掲げる資産以外の資産  
 

はその専用利用権若しくは通常利用権

をいう。） 

17 
著作権等（著作権、出版権又は著作隣

接権をいう。） 
 

18 前各項に掲げる資産以外の資産  
 

⑦―２ 履行保証電子決済手段の分別管理の状況 

番 号 電 子 決 済 手 段 の 種 類 管 理 の 方 法 

   
 

［加える。］ 

⑦―３ ［略］ ⑦―２ ［同左］ 

［⑧・⑨ 略] ［⑧・⑨ 同左] 

２ 経  理  の  状  況 

⑴ ［略］ 

⑵ 損 益 計 算 書 

( 
年  月  日から

年  月  日まで) 
科 目 金 額 

経
常
損
益
の
部 

営
業
損
益
の
部 

営 業 収 益 千円 千円 

信 託 報 酬  ××× 

［略］ 

投 資 信 託 ×××  

電 子 決 済 手 段 の 信 託 ×××  

金 銭 信 託 以 外 の 金 銭 の 信 託 ×××  

 ［略］ 

［略］ 

［略］ 

一 般 管 理 費 計   

２ 経  理  の  状  況 

⑴ ［同左］ 

⑵ 損 益 計 算 書 

( 
年  月  日から

年  月  日まで) 
科 目 金 額 

経
常
損
益
の
部 

営
業
損
益
の
部 

営 業 収 益 千円 千円 

信 託 報 酬  ××× 

［同左］ 

投 資 信 託 ×××  

金 銭 信 託 以 外 の 金 銭 の 信 託 ×××  

 ［同左］ 

［同左］ 

［同左］ 

一 般 管 理 費 計   

営 業 利 益 （ 又 は 営 業 損 失 ）  ××× 
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営 業 利 益 （ 又 は 営 業 損 失 ）  ××× 

営
業
外
損
益
の
部 

［略］   

［略］ 
 

営
業
外
損
益
の
部 

［同左］   

［同左］ 
 

［⑶・⑷ 略］ 

（記載上の注意） 

１ 業務の状況 

［⑴～⑻ 略］ 

⑼ 業務の状況 

当期における業務の状況について記載すること。なお、表示単位未満

の端数があるときは、その端数を切り捨てること。 

また、年金投資基金信託に係る計数については、「貸付金口」欄には

金銭債権信託受益権口、動産信託受益権口及び不動産信託受益権口を含

めて記載し、「株式口」欄には公社債及び外貨建証券口を含めて記載す

ること。 

「暗号資産等及び電子記録移転有価証券表示権利等の信託」欄には、

暗号資産（資金決済に関する法律第２条第14項に規定する暗号資産をい

う。）、暗号等資産関連有価証券（金融商品取引業等に関する内閣府令

第146条の３第２項に規定する暗号等資産関連有価証券をいう。）、暗

号等資産関連デリバティブ取引（第30条の18第２項に規定する暗号等資

産関連デリバティブ取引をいう。）に係る権利又は電子記録移転有価証

券表示権利等（同令第１条第４項第17号に規定する電子記録移転有価証

券表示権利等をいう。）を当初信託財産として引受けを行った信託につ

いて記載すること。 

［①～⑧ 略］ 

２ ［略］ 

［⑶・⑷ 同左］ 

（記載上の注意） 

１ 業務の状況 

［⑴～⑻ 同左］ 

⑼ 業務の状況 

当期における業務の状況について記載すること。なお、表示単位未満

の端数があるときは、その端数を切り捨てること。 

また、年金投資基金信託に係る計数については、「貸付金口」欄には

金銭債権信託受益権口、動産信託受益権口及び不動産信託受益権口を含

めて記載し、「株式口」欄には公社債及び外貨建証券口を含めて記載す

ること。 

「暗号資産等及び電子記録移転有価証券表示権利等の信託」欄には、

暗号資産（資金決済に関する法律第２条第５項に規定する暗号資産をい

う。）、暗号資産関連有価証券（金融商品取引業等に関する内閣府令第

146条の３第２項に規定する暗号資産関連有価証券をいう。）、暗号資

産関連デリバティブ取引（同令第123条第１項第35号に規定する暗号資

産関連デリバティブ取引をいう。）に係る権利又は電子記録移転有価証

券表示権利等（同令第１条第４項第17号に規定する電子記録移転有価証

券表示権利等をいう。）を当初信託財産として引受けを行った信託につ

いて記載すること。 

［①～⑧ 同左］ 

２ ［同左］ 

  

別紙様式第 14号（第 43条第１項第２号ハ⑴関係） 別紙様式第 14号（第 43条第１項第２号ハ⑴関係） 
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（日本産業規格Ａ４） 

信託財産残高表 
（  年  月末現在） 

（単位：百万円） 
資     産 負     債 

科   目 金額 科   目 金額 

［略］ 

有価証券  貸付信託  

［略］ 

暗号等資産関連有価証券  土地及びその定着物の信託  

電子記録移転有価証券 
表示権利等 

 地上権の信託  

信託受益権（特定信託受益

権を除く。） 
 

土地及びその定着物の賃借

権の信託 
 

特定信託受益権  包括信託  

電子決済手段（特定信託受

益権を除く。） 
 電子決済手段の信託  

受託有価証券  その他の信託  

暗号資産    

［略］ 

(注) ［略］ 

（記載上の注意） 

１．「暗号資産等及び電子記録移転有価証券表示権利等の信託」欄に

は、暗号資産（資金決済に関する法律第２条第14項に規定する暗号資

産をいう。以下同じ。）、暗号等資産関連有価証券（金融商品取引業

等に関する内閣府令第146条の３第２項に規定する暗号等資産関連有価

証券をいう。以下同じ。）、暗号等資産関連デリバティブ取引（第30

条の18第２項各号に規定する暗号等資産関連デリバティブ取引をい

う。）に係る権利又は電子記録移転有価証券表示権利等（同令第１条

第４項第17号に規定する電子記録移転有価証券表示権利等をいう。以

（日本産業規格Ａ４） 

信託財産残高表 
（  年  月末現在） 

（単位：百万円） 
資     産 負     債 

科   目 金額 科   目 金額 

［同左］ 

有価証券  貸付信託  

［同左］ 

暗号資産関連有価証券  土地及びその定着物の信託  

電子記録移転有価証券 
表示権利等 

 地上権の信託  

信託受益権  
土地及びその定着物の賃借

権の信託 
 

受託有価証券  包括信託  

暗号資産  その他の信託  

［同左］ 

 

 

 

(注) ［同左］ 

（記載上の注意） 

１．「暗号資産等及び電子記録移転有価証券表示権利等の信託」欄に

は、暗号資産（資金決済に関する法律第２条第５項に規定する暗号資

産をいう。以下同じ。）、暗号資産関連有価証券（金融商品取引業等

に関する内閣府令第146条の３第２項に規定する暗号資産関連有価証券

をいう。以下同じ。）、暗号資産関連デリバティブ取引（同令第123条

第１項第35号に規定する暗号資産関連デリバティブ取引をいう。）に

係る権利又は電子記録移転有価証券表示権利等（同令第１条第４項第

17号に規定する電子記録移転有価証券表示権利等をいう。以下同
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下同じ。）を当初信託財産として引受けを行った信託について記載す

ること。 

［２．～５． 略］ 

＜参考＞ 

上記(注)共同信託他社管理財産には、当社と○○○○が職務分担型共同

受託方式により受託している信託財産（以下「職務分担型共同受託財

産」という。）○○○○百万円を含んでおります。 

上記信託財産残高表に職務分担型共同受託財産を合算した信託財産残

高表は次のとおりであります。 

（単位：百万円） 

資     産 負     債 

科   目 金額 科   目 金額 

［略］ 

有価証券  貸付信託  

［略］ 

暗号等資産関連有価証券  土地及びその定着物の信託  

電子記録移転有価証券 
表示権利等 

 地上権の信託  

信託受益権（特定信託受益

権を除く） 
 

土地及びその定着物の賃借

権の信託 
 

特定信託受益権  包括信託  

電子決済手段（特定信託受

益権を除く） 
 電子決済手段の信託  

受託有価証券  その他の信託  

暗号資産    

［略］ 
 

 
 

じ。）を当初信託財産として引受けを行った信託について記載するこ

と。 

［２．～５． 同左］ 

＜参考＞ 

上記(注)共同信託他社管理財産には、当社と○○○○が職務分担型共同

受託方式により受託している信託財産（以下「職務分担型共同受託財

産」という。）○○○○百万円を含んでおります。 

上記信託財産残高表に職務分担型共同受託財産を合算した信託財産残

高表は次のとおりであります。 

（単位：百万円） 

資     産 負     債 

科   目 金額 科   目 金額 

［同左］ 

有価証券  貸付信託  

［略］ 

暗号資産関連有価証券  土地及びその定着物の信託  

電子記録移転有価証券 
表示権利等 

 地上権の信託  

信託受益権  
土地及びその定着物の賃借

権の信託 
 

受託有価証券  包括信託  

暗号資産  その他の信託  

［同左］ 
 

 
 

  

別紙様式第 15号（第 51条の２第１項関係） 

（日本産業規格Ａ４） 

別紙様式第 15号（第 51条の２第１項関係） 

（日本産業規格Ａ４） 
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（第１面） 

年  月  日 

財務（支）局長 殿 

申請者（郵便番号   ） 

所 在 地 

電話番号（   ）   ― 

商  号 

代表者の氏名 

登録申請書 

信託業法第 50条の２第１項の規定に基づき登録を申請します。 

この申請書及び添付書類の記載事項は、事実に相違ありません。 

（記載上の注意） 

［略］ 

［（第２面）～（第５面） 略］ 

（別添３―２：自己信託に係る事務に関する業務以外に営む業務の種類） 

（第５―２面） 

商号                 （  年  月  日現在） 

［表略］ 

（記載上の注意） 
自己信託に係る事務に関する業務以外の業務を営むときは、その業務の種

類を日本標準産業分類に掲げる細分類により記載すること。ただし、法第４

条第３項第６号に規定する信託受益権売買等業務又は電子決済手段関連業務

を営む場合は、その旨も記載すること。 
（注意事項） 

［略］ 
［（第６面）・（第７面） 略］ 

（第１面） 

年  月  日 

財務（支）局長 殿 

申請者（郵便番号   ） 

所 在 地 

電話番号（   ）   ― 

商  号 

代表者の氏名 

登録申請書 

信託業法第 50条の２第１項の規定に基づき登録を申請します。 

この申請書及び添付書類の記載事項は、事実に相違ありません。 

（記載上の注意） 

［同左］ 

［（第２面）～（第５面） 同左］ 

（別添３―２：自己信託に係る事務に関する業務以外に営む業務の種類） 

（第５―２面） 

商号                 （  年  月  日現在） 

［同左］ 

（記載上の注意） 
自己信託に係る事務に関する業務以外の業務を営むときは、その業務の種

類を日本標準産業分類に掲げる細分類により記載すること。ただし、法第４

条第３項第６号に規定する信託受益権売買等業務を営む場合は、その旨も記

載すること。 
（注意事項） 

［同左］ 
［（第６面）・（第７面） 同左］ 

備 考 表 中 の ［ ］ の 記 載 及 び 対 象 規 定 の 二 重 傍 線 を 付 し た 標 記 部 分 を 除 く 全 体 に 付 し た 傍 線 は 注 記 で あ る 。 
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